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第２回定例会議事日程（第４号） 

 

第１ 一般質問 

  宇都耕平君 

   １．ふるさと納税について 

    （１）平成20年12月議会で質問したが、その後どのような対策をとってきたか伺う。 

    （２）今後、ふるさと納税寄附金を増やすために、どのように取り組んでいく考えか伺

う。 

   ２．市来駅前周辺の今後の整備計画について 

    （１）県道市来停車場線については拡幅の必要があるが、県への対応はどのようになっ

ているか伺う。 

    （２）市来駅前広場の今後の整備予定等について伺う。 

  西別府 治君 

   １．浦和町から新生町の防風林の適正な管理について 

    （１）植林など現在までの管理状況について伺う。 

    （２）防風効果を低減させない伐採量について伺う。 

    （３）防風林と地域が共生できる環境づくりについて伺う。 

   ２．照島海岸の自然環境を生かした交流人口増加について 

    （１）旧照島海水浴場の管理状況について 

      ①現在の海水浴場管理棟の利用について伺う。 

      ②管理棟海側の手洗い場に外部のシャワーを設置し、期間限定の利用ができないか

伺う。 

   ３．ふるさと納税の促進と産業の６次化推進について 

    （１）ふるさと納税について 

      ①納税の現状について伺う。 

      ②寄附金の使い道や活用事業の紹介など公表の手法やリピート率向上戦略などの政

策システムについて伺う。 

    （２）６次化推進について 

      ①返礼の産品を季節ごとにブランド化できないか伺う。 

      ②ブランドの情報発信と販路拡大について伺う。 

      ③「食」をテーマとした、農林水産業・加工業・観光関連産業の更なる連携強化に

ついて伺う。 

  田中和矢君 

   １．グラウンドゴルフ屋内施設建設について 

     市内外からの大会を誘致し流動人口の増加を図り、並びに高齢者の健康維持医療費節

減のために天候に左右されない屋内施設の建設について伺う。 

   ２．街路樹剪定と公園内遊具の管理について 

    （１）電話線、電線を切断する危険性がある程に生い茂った街路樹の管理について伺う。 
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    （２）公園内の錆びや老朽化で幼児が安心して使えない遊具の保守について伺う。 

   ３．中央通りタイル舗装の改修について 

     本市の目抜き通りである中央通りで、車両のスリップや破損したタイルが飛び店舗の

ガラス割れ等が発生している。その対策について伺う。 

   ４．避難計画及びヨウ素剤配布について 

     超高齢化が進む中、自宅で一生懸命に暮らしている人、認知症の方、病院や施設で医

療を頼りに生きている方々をどう避難させ、その命と生活をどのように守れるのか。ま

た、ヨウ素剤の配付は確実に、しかも迅速に実施できるのか伺う。 

  平石耕二君 

   １．本市消防行政について 

    （１）市来分遣所の有り様について伺う。 

    （２）退職職員の活用について伺う。 

    （３）現有の組織体制について伺う。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第４号（６月２２日）（月曜） 

 

 出席議員  １８名 

     １番  松 崎 幹 夫 君      １０番  濵 田   尚 君 

     ２番  田 中 和 矢 君      １１番  西別府   治 君 

     ３番  福 田 道 代 君      １２番  中 里 純 人 君 

     ４番  平 石 耕 二 君      １３番  竹之内   勉 君 

     ５番  西中間 義 德 君      １４番  寺 師 和 男 君 

     ６番  大六野 一 美 君      １５番  原 口 政 敏 君 

     ７番  中 村 敏 彦 君      １６番  宇 都 耕 平 君 

     ８番  楮 山 四 夫 君      １７番  福 田 清 宏 君 

     ９番  東   育 代 君      １８番  下迫田 良 信 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  木 下 琢 治 君   主       査  石 元 謙 吾 君 

補       佐  岡 田 錦 也 君   主       査  岩 下 敬 史 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   市 来 支 所 長  下迫田 久 男 君 

副 市 長  石 田 信 一 君   消 防 長  原 薗 照 明 君 

教 育 長  有 村   孝 君   水 産 商 工 課 長  平 川 秀 孝 君 

総 務 課 長  中 屋 謙 治 君   土 木 課 長  平 石 英 明 君 

政 策 課 長  田 中 和 幸 君   まちづくり防災課長  久木野 親 志 君 

財 政 課 長  満 薗 健士郎 君   農 政 課 長  末 吉 浩 二 君 

教 委 総 務 課 長  臼 井 喜 宣 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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平成27年６月22日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（下迫田良信君） これから本日の会議を開

きます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（下迫田良信君） 日程第１、一般質問を行

います。 

 これより、通告順により順次質問を許します。 

 まず、宇都耕平議員の発言を許します。 

   ［16番宇都耕平君登壇］ 

○16番（宇都耕平君） おはようございます。風邪

を引いておりまして、市長も大変だろうと思います

けれども、ちょっと発音やら悪い点があると思いま

すけれども、よろしくお願いいたします。 

 今日はもう早いもので夏至でございます。梅雨の

中休みの感がいたしておりましたが、今日はちょっ

と雨が降っておりますけど、二、三日中休みで雨が

降っておりませんでした。農家の方々も田植えの準

備、もう済まれた方もおられますけれども、本当に

御苦労さまでございます。 

 いちき串木野市も、ここ約20年ぐらい大きな災害

には見舞われておりません。本当にありがたいこと

です。屋久島の口永良部島新岳の噴火により、島民

の皆様に対しまして心からお見舞いを申し上げ、早

く島へ帰れることを念願いたしております。 

 災いは忘れたころにやってくると申します。常に

備えておかなければなりません。執行、議会ともに

緊張感を持ち、住民の安心・安全のために日々心が

けていきたいものでございます。今年も本市にとっ

て災害の起こらないことを念願しつつ、一般質問を

行います。 

 通告してあります、まず、１問目でございます。 

 ふるさと納税についてでございます。 

 ふるさと納税とは、地方間格差や過疎などによる

税収の減少に悩む自治体に対し、格差是正を推進す

るために、新構想として2008年（平成20年）に創設

された制度でありますが、私はその年の12月議会に

おいて、このことについて一般質問をいたしました。 

 当時は、正直なところ、私も勉強不足であり、ふ

るさと納税というネーミングから、自分の生まれ育

ったふるさとに納税、寄附するものとばかり思って

おりましたが、そうではありませんでした。 

 これまでは手続等非常に煩雑で、寄附する皆様方

も受ける自治体も、特に受ける自治体が本腰、すな

わち力が入っていなかったような感が否めないよう

な思いがいたしますが、どうだったでしょうか。 

 ここ数年、それぞれの自治体が本格的に取り組み

をやり出した様子が、新聞、マスコミ等に華々しく

報道されているようでございます。我がまち、いち

き串木野市も鋭意努力されておられると思いますが、

こんなよい制度は、私はないと思っております。平

成27年４月から新しい制度になり、手続の煩雑さも

解消された今、市の取り組みはどのような対策をと

っておられるのか、ふるさと納税制度を活かされる

のか、伺います。 

 ここで壇上からの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） おはようございます。 

 宇都耕平議員の御質問にお答えをいたします。 

 これまでのふるさと納税の取り組み状況と返礼品

の基準についてであります。 

 本市では、平成20年度から県と各市町村が参加す

る鹿児島応援寄附金募集推進協議会と一体となって、

東京、大阪などで開催されるイベントや市民会等で

寄附の募集を行っているほか、市のホームページで

呼びかけをしているところであります。 

 また、返礼品につきましては、ふるさと納税の趣

旨を踏まえ、協議会と足並みをそろえていたことか

ら送付を控えておりましたが、他市の状況を参考に、

平成24年度から感謝の意を込めて５万円以上の寄附

を対象に送付を行っております。 

 平成26年度の本市への寄附は47件、約281万円で

あります。これは前年度と比較をしますと、12件、

約120万円の増となっており、制度創設以来、寄附

者数、金額とも徐々に増加傾向にあります。 

○16番（宇都耕平君） 今、現在までの取り組みを

説明していただき、内容的にはわかりましたけれど
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も、５万円以上といちき串木野市は基準をされてお

ると。その設定というのは、どこを基準にされたも

のか。県内の私は資料を調べてみますと、５万円と

いうのは非常にハードルが高いんですよね。ほかの

ところは、基本的に2,000円というのが引かれる部

分のところが、鹿児島県、鹿児島市等、４地域あり

ます。そして、ほとんど取り組んでいないところも

あるようですけれども、ほとんどの19市内で１万円

というのがほとんどなんですよ。 

 それで、これから、まあ、今年度の予算も出てお

りましたけれども、まあ、そのときはまた予算でも

質問したいと思っておりますけれども、取り組むと

いう形で予算計上されております。であれば、私と

しては、この５万円というのはいかがなものか。そ

こらの見直し等考えておられないものか。 

 形として１万円ぐらいが相場でございます。その

ような形で動けば、また件数も増えて、またこれか

ら新年度４月から新しい制度になりまして、倍の形

で動けるようになるわけですよね。 

 新聞等にもいろんな形で、都城市が今度は躍り出

てきて、17日の新聞ですか、もう10億円を超えたで

すね。そういうことを考えると、制度の見直しをさ

れたほうが私はいいと思うんですけど、市長、どの

ような考えを持っておられますか。 

○市長（田畑誠一君） 今後の取り組みについて、

１万円以上の寄附の方に対して、やっぱり返礼品を

送るべきではないかというお話をされましたが、全

く同感でありまして、今年からそういうふうにいた

しますが、ちょっとこれまでの経緯を話をしたいと

思います。 

 国においては、ふるさと納税による地方創生を推

進することとして、ふるさと納税枠の拡大や、さっ

きありました簡素化、ワンストップ特例制度の創設

などを行い、納税しやすい環境が整ってきておりま

す。 

 県においても、市町村が創意工夫し、産業振興の

ためにふるさと納税を活用することを推奨している

ところであります。 

 このようにふるさと納税は、制度当初は都市から

地方への税源移譲という、さっきお述べになられま

した、宇都耕平議員が、その目的から、最近では特

産品のＰＲ、それから地場産業の育成、そういった

手段へと大きく変わってきております。 

 幸い本市には、そういった意味では、さつま揚げ

や焼酎など、マグロもそうですが、全国的に有名な

特産品のほか、さまざまな地元特産品がありますの

で、今後はこれらの特産品等の普及、ＰＲに努めて、

ふるさと納税ができるだけ応援をいただくようにし

てまいりたいと思います。 

 具体的には、最初で申し上げましたとおり、今、

宇都耕平議員が提唱なさったとおり、返礼品の対象

を１万円以上寄附した方とし、事業所と連携し、魅

力ある特産品を揃え、質・量とも充実することとし

ております。 

 さらに、ふるさと納税専門サイトの活用により、

簡単に寄附できる仕組みを整えるとともに、本市の

特産品、事業者等を全国にＰＲし、地域経済の活性

化につなげていけたらなあというふうに考えており

ます。 

○16番（宇都耕平君） 今年度から新しい制度が設

けられ、いちき串木野市も前向きに検討していって、

１万円からでいこうというような答弁でございます。

ぜひそのような形をとっていただき、それと、その

中で、クレジット決済、それからいろんなインター

ネットの形ででもできるというような形まで、ほと

んど上がってきているところはそういうのをもう先

取りしてやっておるわけなんです。ぜひそのような

形も考えていただきたいと思います。 

 そのことが、やはり本当にこのお金は自由に使え

るし、今先ほどおっしゃったように、地場産業の振

興につながり、特産品も、いちき串木野市は食のま

ちを標榜されておりまして、本当に食材も豊富で、

全国にＰＲできる一番の手だてと思います。 

 あとの議員も、また我々も長崎の平戸市に勉強に

行きました。そこで、言いますけれども、やはり本

当にトップダウンで市長がやれと。おまえ気張れと。

そして、そこの一人若い職員が一生懸命頑張って、

ああいう形をつくり上げたと内容の説明もありまし

た。 

 いろんなものに波及するわけですよね。こんなす
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ばらしい制度はないと思っております。ぜひこれか

ら力を入れてやっていただきたいと思いますけれど

も、その中で、近くの都城市も、さっき出ましたけ

れども、やっております。市長としては、そういう

ところに今度は専従です。もう何課が、財政課です

かね、今までは受け入れは財政課ですので、その中

でプロジェクトでも組んで、先進地に視察にやらせ

るような気持ちはございませんか。 

 やはり勉強する、百聞は一見にしかずと申します

ように、そういう形をとれば、また職員も意欲が湧

き、勉強して、これは頑張らんないかん、いちき串

木野市のために一生懸命頑張ろうという気持ちも出

てくるわけですよ。そこは市長が信頼されて、頑張

れと、俺が責任のとっでというような気持ちで先進

地にやられる考えはないか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたとお

り、本市は県のほうの、最初スタートしたころ、ず

っと県の寄附金募集推進協議会というのに入ってお

りましたので、足並みをそろえて、あんまり返礼の

品を少ししかしていなかったんですね。はっきり言

って、広報を送るとか、その程度だったんです。 

 でも、協議をしまして、もっとやるべきだと。で、

今、平戸市やら曽於市の例やらありますけれども、

私も承知をしておりますが、制度自体が、逆にこの

制度ができたことで、それぞれの自治体が自分たち

のまちの特産品をＰＲすると。それから、それは結

局、お返ししたら、それだけ地場産業がまた生産が

上がるわけですから、地場産業の育成になる。それ

から、さらにまた、それは地域経済の浮揚になるん

だということで、大体、今、平戸市、私もいろいろ

お聞きをしておりますが、大体４割から最高５割ぐ

らいお返しをしているというところでありますから、

本市もそのように指示をいたしました。 

 だから、本市も思い切ったことをやれということ

で、本市も大体平戸市やら曽於市に匹敵するような、

４割から、かれこれいろいろやったら５割に近いぐ

らいの返礼品をして、今度は各事業所にいろいろメ

ニューをつくってもらって、寄附をなさった方に選

んでいただくと。さっき言われましたインターネッ

トやらも活用をしてまいりたいと思っております。 

○16番（宇都耕平君） 非常に前向きに取り組まれ

ると姿勢は感じます。私もいろんな本を買いまして

見ていますと、非常にそれぞれの形で動いているわ

けですよ。そして、もう皆さんが今ほとんどインタ

ーネットを持っておられるもんですから、その形で、

もうもとふるさとじゃないところがおいしいところ

を全部とって、１万円各ところに。まして、今回は

制度が変わりますけれども、５カ所までは確定申告

もしなくてもいいと。いろんなこういう本に出てい

るんですよね。そういうことをぜひ担当課も勉強さ

れて、ひとつ、いちき串木野市にもそういうのの形

ができ、産業が振興するということ、非常に地元が

潤ってくる可能性が大になりますので、ぜひ力を入

れていただきたいと私は思います。 

 というのが、人材としては、地域、地元の活性化

につながる人間の３要素というのが、市長も教育長

やらみんなおられますけれども、よそ者、それと若

者。ばか者というのは一生懸命それに没頭する者。

表現は悪いですけど、そういう形。それと、やっぱ

りやる気ですよね。それと元気があって、それと根

気を持って継続してやると。こういう形の、ぜひ市

長が音頭をとられれば、職員のしも一生懸命その手

のひらで踊ると思いますので、ぜひ今回は力を入れ

て、日本に宣伝にもなるわけですよね、いちき串木

野市の。まして、先ほどから市長も言われるように、

経済効果が大になり、地元の産業の振興に非常につ

ながりますから、ぜひそのような形をとっていただ

きたいと思いますけれども、もう１回伺います。 

 今先ほど、県内じゃ曽於市ですよ。曽於市が億の

お金で入ってきていますよね。曽於市も頑張ってお

ります。それで、近くがありますから、ぜひ日帰り

でもできると思うんですよ。ぜひそういう担当課が

今度は力を入れるということであれば、先進地に職

員を派遣するという考えはないか、もう１回その件

を伺いたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） ふるさと納税をスタートさ

せた目的というのは、さっき申し上げましたとおり、

都市から地方への税源移譲だということだと、大局

的に、だったと思うんですが、それを今度はまさに、

ちょっと大げさですけど、千載一遇のチャンスだと
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各自治体が捉えて、我がまちの特産品のＰＲをしよ

うという。それから、ということは売れるわけです

から、地場産業が潤いますよね。そして、それは地

域経済の活性化になるということで、競って返礼品

をいいものをそろえるようになったわけであります。 

 そして、数字的に言いますと、大体最高で４割か

ら５割ぐらいまでというのが、今おっしゃった平戸

市とか曽於市とかのようでありますので、本市も27

年度からやります。 

 それから、今言われました勉強のことにつきまし

ては、いろいろこれまでも庁内勉強もしております

けど、やっぱり折に触れ、さらにまた学んでいきた

いというふうに思っております。 

○16番（宇都耕平君） まあ、派遣と。職員のそれ

は答弁がないようですので、ぜひ私といたしまして

は、職員のやる気を出してもらうためにも、先進地

なりそういう形をとっていただければ、また職員も

また一段と、ああ、頑張っちょっもんじゃ、我々も

いちき串木野市民のため頑張ろうという意欲がまた

湧くと思いますから、ぜひ前向きに考えていただき

たい。検討じゃなくして実施していただいて、いち

き串木野市が27年度の、税金の場合は１月から12月

の締めですので、その形ですばらしい成果が上がる

ことを念願いたしまして、２番目の質問に移りたい

と思います。 

 市来駅前周辺の今後の整備計画についてでござい

ます。 

 県道市来停車場線ということで、先ほど土木課長

が私のところに来られて、正式名はそういうことだ

ということでしたので、県道市来停車場線について

は拡幅の必要があります。私も何回もこの件で質問

して、市長も前向きに県にも対応を働きかけておら

れると思うんですけれども、どのような形になって

おるものか、まず伺います。 

○市長（田畑誠一君） 県道市来停車場線の拡幅計

画につきましては、管理者である鹿児島地域振興局

に対して、鹿児島地域行政懇話会並びに土木行政を

語る会などを定期的に開催しております。この開催

をしております中で、たびたび要望を行い、現地も

確認もしていただいております。 

 しかしながら、当路線を拡幅するとなると、移転

対象の建物が非常に多うございます。したがって、

事業費が多額になることから、事業着手が今の現状

では難しい状況にあります。 

 しかし、朝夕は交通量も多く、特に通学時間帯に

は多くの児童生徒も通行することから、歩道部と車

道部を明確にするなど、歩行者の安全確保に努める

対策を実施しております。昨年度は市来駅から240

メートルの路側を緑色に着色をし、本年度は約60メ

ートルを実施する予定としております。 

○16番（宇都耕平君） 路側帯をつくるということ

で、私も確認に行っております。 

 それで、本当は早く、おっしゃるように、建物が

どんどん建っておるわけですよね。それはもう補償

費、移転費となれば、また相当なお金がかかると思

います。 

 そこで、やはりこれは県の県道ですので、県がや

らなければならんということは私も百も承知してお

ります。ぜひ強く要請されて、これは実現させてい

ただきたいと私は思います。 

 というのが、やはり本当に通学路であり、おかげ

さまで、市長も、私はもう前から言いよった、いち

き串木野市に三つの駅があり、市来が一番貧弱じゃ

ったと。それが、この前セレモニーもありまして、

非常にすばらしい駅前広場ができ、市来の人たちも

はっきり言って喜んでおります。ようやく駅は対等

というか、これからまだバリアフリー化、いろんな

駅舎のトイレ等の考えもまた新年度から動くという

ような説明も市長もされておりますので、我々もま

た市来の市民にもそういうことを伝えておるわけで

す。その中で、やはり歩道はぜひできるように努力

していただきたいと私は思います。 

 それと、重信川の左岸のほうの、駅前周辺ですの

で含まれておりますから、厚生橋からちょっと行っ

たところで、駅のところまでの部分が未舗装になっ

ている部分があるわけです。あとどのくらいかな。

そいくせか100メーターないぐらいなんです。そこ

を、歩道が県道のほうにないもんですから、市来農

芸高等学校の通学者は通っているわけです。あそこ

なら安全ですよね。できたら、そこの未舗装の部分
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の舗装の検討はできないものか、早急にしていただ

きたいと。もう前も言ったんですけれども、今度は

一般質問ではっきり言おうと思って、今日質問をし

ておりますけれども、市長の見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 重信川左岸の道路につきま

して、舗装をされている区間は市道認定をされた道

路であり、今御質問の未舗装区間につきましては、

河川管理道路となっております。 

 また、学校に子どもたちが通学していますよとい

うお話でしたので、学校に問い合わせをしましたと

ころ、通学路としては、一応県道を指定されておる

ようです。で、任意的に子どもたちが通学している

のが現状のようであります。 

 この今御質問の未舗装区間の舗装につきましては、

さっき言いましたとおり、河川管理道路は通常舗装

はできないという形になっております。そういう状

況ですので、まずは、したがいまして、管理者であ

る県と協議を行う必要があると考えております。 

○16番（宇都耕平君） 河川管理道路というのは舗

装はできないと。それはどういう意味でのことでし

ょうか。大里川も舗装されている部分もあるし、そ

ういうところはそういうところが全部とられ、先ほ

ど言うように、市道としてですか、何とか線と認定

されているものかありますので、ぜひ県とも協議を

されて、形としていろんな法律、そういうのはある

のかもしれませんけれども、そういう形で、あそこ

も何でそこの部分ばっかりなっているのかなあと私

も不思議に思うんですけれども、だから、今まであ

んな舗装されなかったんだなということが今はっき

りわかったんですけれども、ぜひ県とも話をされま

して、まして、市来農芸高等学校も通学路は県道を

と言っておりますけれども、ほとんど通りません。

私は見ているわけです。ほとんど厚生橋から折れて、

左岸の道路を上って通学をしておるもんですから、

ぜひ形としては何とかそういう理由もつけられてで

きないことはないと思いますけれども、どんなもん

でしょうか、もう１回その件を伺います。 

○市長（田畑誠一君） さっき申し上げましたとお

り、管理者は県ですよね。その管理者である県は、

この河川管理道路というのは通常は舗装しないとい

うことなんです。だから、県と協議をしなきゃいか

んのですが、県がどのようなお考えなのかですね。

舗装しないことにしているから、県としてはできな

いと。じゃあ、うちでやったらいいですかとか、い

ろんな協議の場があると思います。 

 もし、うちで許可ができるとなれば、市であった

ら市でされるのは構いませんよというようなことで

あれば、これは市道じゃありませんので、公民館と

か関係団体の方が主体となって、土木事業補助金と

か材料支給という制度が、そういう手法ができます

ので、まずは県と協議をしてみたいと思います。 

○16番（宇都耕平君） 県と協議して、形としては

前向きに何とかできると。地元もそういう気持ちで

いっぱいですので、いろんな形をとらさせていただ

きたいと思います。 

 それでは、先ほど言いましたように、駅前地区の

広場の件でちょっと伺います。 

 市の保有の土地をああいう形で整備してもらって、

公園というか、ああいう形ができ上がって、そこで

今グラウンドゴルフやら、何もない形でグラウンド

ゴルフもぎりぎりでできております。 

 そこを、今度はそういう形であれば、今度はベン

チとか、今度は公園のほう、我々は公園という、あ

そこは名前は何ちなっているかわかりませんけれど

も、整備させていただいた広場ですよね。そこにベ

ンチとかトイレ、水道というのを設置できないもの

か。設置すれば、今度は広場としては使いにくく勝

手がなるんですよ。 

 本当によくしてもらったんですけれども、ぜいた

くを言うごちゃっどん、民有地まではいかなくて、

市が保有した土地をあひこ広げてもらったんですよ

ね。我々としては、もう少しこっちの民有地ももう

売ってくいやっはずだったと思うんですけれども、

もうちょっと広ぐればいろんな方向で、私は一般質

問で、あの周辺、駅前、陳ヶ迫、どこ、あの辺の一

つの憩いの場所にこの際であればしてもらいたいと

いう提言もした経緯があると私は思っておるんです

よ。 

 それで、あのまま民有地は残っておると。で、あ

る程度まではフェンスをしてありますけど、途中で
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切ってあって、あれはもうちょっとこっちまでして

もらえんだろうかと私は都市計画課にも相談に行っ

たところが、いや、これは危険防止の落ちないため

の部分で、１メーター、まあ、それはいろんな規約

があると思うんですけど、異常でない、もう低いと

ころはしませんというようなつっけんどんの返事で

ありました。こんなものかなあと。血の通った行政

であれば、ぴしゃっと形として、まあ、駅前から出

たとき、ひょっち前はもうばーっち広がり、ある程

度は整理をされておりますけど、後背地のところが

まっぽし見えるんですよ。私としては、そこまでフ

ェンスをしてもらいたいという気持ちもあったんで

すけれども、そのことを都市計画課にも話に行った

ところが、そういうような回答でありまして、もう

危なくないもんですから、ここはもうフェンスはし

ませんというような返事でございました。 

 これもまたひとつ前向きに考えていただきたいと

私は感じるんですけれども、そういう、あそこにベ

ンチ、水道、そしてトイレという考えはないんです

かね、公園内に対しての。 

○市長（田畑誠一君） ベンチとトイレの話ですか

ね。 

 トイレにつきましては、今、宇都耕平議員御存じ

のとおり、昨年の12月議会で、市来駅のバリアフリ

ー化の要望のあられたのを、おかげさまでやっと許

可をいただいて工事するになりまして、昨年の12月

議会で、約１億300万円ぐらいの事業費だったと思

いますが、議決をいただいて、今準備にかかってお

りますので、繰り越しで。だから、トイレにつきま

しては、多目的なトイレも新設しますので、そちら

のほうを利用していただきたいというふうに考えて

おります。 

 ベンチ等については担当に答弁させます。 

○水産商工課長（平川秀孝君） ベンチ、水道等に

ついては、要望等はちょっと聞いていないところで

ございますが、現状を見ながら、必要であれば検討

してみたいと考えております。 

○16番（宇都耕平君） 要望がなければしないとい

うような答弁でございますけれども、やはり公園と

いうのは、ベンチはセットですよね。普通常識から

考えたときはですよ。それで、であれば、そういう

形もぜひ検討していただきたい。前向きに持ってい

ってもらいたいと私は感じるのでございます。 

 それと、バリアフリー化で、本当に今度それがで

き上がれば、今までのように、今度は体の不自由な

方、年寄りの方も市来駅をなお利用されて、よくな

りますから、できるだけ早く事業を動かしていただ

きたいと願っております。 

 それと、真ん中に、市来の七夕踊りの虎とりのモ

ニュメントを真ん中にでんと据えていただきまして、

本当にありがたいことで、みんなそこを訪れて、帰

ってこられた方も、よかとができたなあと。あれは

本当にほかの食のまちのモニュメントとすると非常

にできばえもよくて、みんな喜んでおるところでご

ざいます。 

 しかし、まあ、一般の知らない人は、これは何や

ったろかいと。我々は知っているんですけれども。

あそこにせめて、総合版はこっちに大きなのができ

ております。わかるんですよ。あそこに、ぜひこれ

はこうこうだという、あの形のできる総合版じゃな

くして、この自体ののをちょっとした説明が入った

注釈ができるような形ののができれば、まだまたこ

れはまたあそこが光ると。あのモニュメントはすば

らしい、500万円かけてよかとができたということ

の宣伝もできるし、いいと思うんですよ。そういう

形をとっていただきたいと思うんですけど、どんな

もんでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 市来駅前広場のモニュメン

トにつきましては、おかげさまで大変喜んでいただ

いて、私、先日、この間の土曜日、土曜日でしたか

ね、１週間前、関東市来会に行ってまいりました。

あそこで市来地域の皆さん方に、いろんな写真やら、

それから七夕踊りとか祇園祭りとか川上踊りとか、

そういったビデオも持っていってお見せしました。

大変喜ばれました。今のこのモニュメントは本当に

喜ばれました。これは立派なのをつくいやったと言

って。そういうことで、大変喜んでいただきました。 

 そこで、そのモニュメントにつきましては、広場

内の交通にかかわる警察協議において、通行の安全

上、ロータリー内への説明板等の設置は望ましくな
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いという指摘があったもんですから、あのときは、

それで、駅舎前に設置をして、視覚的にモニュメン

トを臨む形としたところであります。 

 しかしながら、今、御指摘あられましたとおり、

モニュメント自体への表示がないことから、銘板を

設置するなど、わかりやすく見ていただけるよう検

討してまいりたいと考えております。 

○16番（宇都耕平君） ぜひそのようにわかりやす

く、交通に支障のないような形をとってやっていた

だきたいと思います。 

 それと、照明が、他のところは、もう夜行くと、

もうあっちこっちついているんですけれども、あの

モニュメントを、こう広くなっておりますから、ち

ょっとライトアップできないものか。その件も言っ

たところが、都市計画課だったですよね、これが反

射してどうのこうのと。私はそげん反射すっどかい

と感じるんですよ。ある程度ライトアップでくれば、

また夜もすばらしい景観になると思うんですけれど

も、できたら一緒に、看板とともにライトアップで

きる形も考えていただきたいと思うんですけど、市

長の見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 駅前広場のこの街灯につき

ましては、交通の安全性とともに、近接する住宅に

配慮をすることとしております。そういった角度か

ら、照度の調査により調整をした上で、今の明るさ

に設置しているところです。隣近所の方に明る過ぎ

て迷惑かけるというのがあるんですよね。だから、

その辺を御理解いただきたいと思います。 

 したがいまして、最初の段階でそういうことでこ

の明るさにしておりますので、今のところ、そのラ

イトアップすることは考えていないところでありま

す。 

○16番（宇都耕平君） というのが、さっき私が言

ったように、他のところはたくさん近い間隔である

もんですから、それを一つか二つぐらい抜いて、そ

っちにセットできる可能性もありますから、またひ

とつ考えていただきたい、検討していただきたいと

思います。 

 それと、先ほど県道の件で、建物が隣接して非常

に補償費、移転費等たくさんかかるということでご

ざいますけれども、できたら、旧市来町時代、継続

されていると思うんですけれども、駅前地区の区画

整理事業というのはどのような、今の形としては、

計画というか、その中に何か組み込まれているもの

か、伺いたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 市来駅前周辺の土地区画整

理事業についてであります。 

 事業を実施することになりますと、多大な事業費

が必要となります。それともう一つ、事業の施行期

間が非常に長く、長期にわたります。これまでの実

際のあれからいってですね。整備をした状況から。 

 したがいまして、当該路線については、土地区画

整理事業の手法だけでなく、直接買収方式による整

備ができるか、現在、鹿児島県に相談をしていると

ころであります。 

○16番（宇都耕平君） まあ、いろいろな観点から

いろいろ模索して、あそこの駅前周辺地区がまだ一

段と輝くような形をとっていただきたいと思いまし

て、私の全ての質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） 次に、西別府治議員の発

言を許します。 

   ［11番西別府 治君登壇］ 

○11番（西別府 治君） 防風林は木の密度で効果

が異なります。密度が疎である場合、当然ながら風

は自由に通り抜け、防風効果は極めて低いものとな

ります。一方、密度が過密な場合は、風の通り抜け

が悪く、防風林のすぐ近くでは風は減少しますが、

風下において大きな風の渦が発生し、防風距離が短

くなることが知られております。 

 そこで、浦和町から新生町の防風林の適正な管理

についてであります。 

 植林など、現在までの管理状況について伺います。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 西別府治議員の御質問にお

答えをいたします。 

 まず、管理の状況についてであります。 

 新生町、浦和町保安林は、昭和29年11月に国有林

から払い下げを受け、保安林指定されております。

この間、道路や電線等の支障木の伐採、枝打ちや下

草の除草などを実施し、管理しているところであり
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ます。また、松くい虫駆除事業や景勝松林保全対策

事業を実施し、保全管理に努めているところであり

ます。 

○11番（西別府 治君） 継続的な管理をされてい

らっしゃるという話であります。 

 生態系の変化といいますか、あそこは、恐らく戦

後、昭和初めでしょうかね、クロマツなんかを植え

られたころは、あそこはまだ、今家があるあそこは

海岸であったわけですね。当然ですよね。で、それ

がもう沖のほうにずっと住宅地化されまして、全体

の生態系が変わっているということであります。 

 で、その中において、本来、砂が飛んできたり、

風を防止するためにあるんですけど、防風林、保安

林ですけど、それをもうある程度はしていますよ、

管理は。ですけど、やはり温暖化等のことも含めな

がら、伸びが早いんですね。ですから、やっぱりそ

こらあたりの管理体制をもうちょっと充実していか

ないと、もう現状についてはお話ししませんけど、

かなり先ほど申しましたような状況があるというこ

とですね。 

 結局、そこらあたりの管理をどの基準でやってい

るかというのが、一つこの場合はあるのかなという

ふうに考えますが、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） この適正な管理という、住

民を守る適正な管理ということになりますが、それ

は勢いまたある面で、防風効果のための伐採量につ

ながると思うんですね。そこで、この保安林内の伐

採につきましては、基本的には県の許可が必要にな

ります。妥当性が、したがいまして、なければ、許

可はおりないことになります。 

 しかし、浦和町から新生町の保安林につきまして

は、さっき言われましたとおり、潮害の防備とか、

それから公衆の保健及び土砂崩壊の防備保安林とな

っておりますので、もし間伐する場合は、35％を超

えない範囲内で施業制限が定められております。 

 今後も保安林の機能を低下させない範囲での支障

木の伐採など、市内全体の市有林、保安林の適正な

管理に努めてまいりたいと考えております。 

○11番（西別府 治君） そこで、２番目の質問な

んですけど、防風効果を低減させない伐採量という

ことで、今少しお話があられましたけど、じゃあ、

全体的に今の管理のあり方で、そういった、いわゆ

る施業要件というのがおっしゃいましたね。それに

合致しているのかということを思えば、なかなかそ

こまでいっていないんじゃないかなというふうに考

えておりますが、いかがですかね。 

○市長（田畑誠一君） 防風林と地域が共生する環

境づくりが適正かということですかね。 

○11番（西別府 治君） 市長、よろしいですかね。

１番目の質問で、管理はしていますよと、やってい

ますよということなんですが、２番目の質問は、了

解しました、わかりましたと。１番目の質問はよく

わかりましたと。今やっていますと。２番目の質問

については、１番目で言いましたように、生態系の

変化によってさまざまなことが起こっています、あ

そこについては。ですから、その生態系の変化に合

致した、いわゆる施業を行って、今管理がされてい

るんでしょうかということをちょっとお聞きしてい

るところであります。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど言いましたとおり、

保安林の伐採は、もちろん基本的には県の許可にな

ります。今お示ししておられるその浦和町、新生町

のお話ですけど、これは潮害の防備、公衆の保健及

び土砂崩壊防備のための保安林となっておるんです

が、伐採の範囲というのは、35％を超えない範囲で

の施業が制限されているという状況であります。 

 今お尋ねになっているのは、それじゃ、現状はど

うなのかということですが、その点については担当

課に説明をいたさせます。 

○農政課長（末吉浩二君） 保安林の間伐につきま

しては、今市長が申し上げましたとおり、35％の範

囲内でできるということにはなっておりますけれど

も、実際、現状は、最初市長が申し上げましたとお

り、通路ですとか電線等に支障がある、こういった

支障木の伐採、あるいは通路沿いの下草の除草、そ

ういった程度に今のところ限られております。 

○11番（西別府 治君） 空隙率というのが何かあ

るみたいです、ちょっとお聞きしましたら。それで、

40％、空隙率が40％ないと、最初申しましたように、

もうこんもりとした林があって、風が当たって、風
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が通り抜けて、順番順番で通り抜けていくことによ

って、砂もとめられるし、風もとめられるみたいな

んですね。それは、そのころは砂が近くにあって飛

んだりしましたけれども、今はそういった状況にま

ずないということですね。 

 そして、空隙率が恐らくそこまでいっていないん

じゃないかなと。確かにおっしゃるとおり、保安林

ですから、かなり厳しい施業の決まりがありまして、

簡単にこうばんばんばんばんと切れないのが現状で

す。そこらあたりは、そういったことを踏まえなが

ら、空隙率をやはりもうちょっと正確に調べていた

だいて、全体的な流れの中を把握をしていただきた

い。 

 それと、高さも、温暖化でもうクロマツなんかも

相当伸びてきていますから、それに対する高さの部

分というのも、家の危険度の度合いというのも増し

ておりますから、やはりそういったことを含めなが

ら検討、どうですかね、そこらあたりをちょっとし

ていただかないと、全くそぐわない状態が発生して

いるのかなと思っているんですけど。 

○市長（田畑誠一君） 西別府議員が今お述べにな

られましたとおり、これは保安林ですから、民家や

地域を守るためだから、なかなか伐採についてはむ

やみに切ってはいけないというのは、もう本当にお

っしゃられたとおりであります。 

 ただ、今言われたとおり、最初松を植えたころと

したら、今はずっと民家が建って、状況が違うんじ

ゃないかと。最初植えたころは、砂が砂浜で、砂も

飛んできよったんだと。そういうたしかお話だと思

うんですが、したがって、今の空隙率とか、それか

ら、松の高さとか、クロマツの高さを今おっしゃい

ましたけれども、そういったのは、現代は今の状況

から見て適正なのかというお尋ねだと思いますので、

その辺については、また県とも協議し、専門の立場

での御意見を賜ってみたいというふうに考えており

ます。 

○11番（西別府 治君） 地域の皆さんがおっしゃ

るのは、私たちが小さいころは、山に行たてあそお

ったというんですね。ということは、そんなたくさ

んは、こう密集していますから、今入れないぐらい

密集していますから、あそおったというんですね。 

 で、そのことが、やはりこの保安林との、３番目

の質問ですけど、共生というのをされてきたのかな

ということであります。 

 ただ、今はそぐわない状態が続いて、ずっと続い

ておって、倒木の危険性があって、家屋に被害が出

る可能性もかなり高いです。現在も倒れております

からですね。 

 だから、そういうことを思えば、あそこの保安林

というのはもう動かすことができないわけですが、

自分たちが、そこに周辺に住んでいらっしゃる方々

が、共生といいますか、親しみを持って保安林に接

していく。このことをやはり進めていかないと、地

域でやはりある程度草払いやらされたりしているん

ですよ。小さな枝打ちをされたりされていますから、

やっぱりそこらあたりを促進していくためにも共生

していく。共生していかんないかんというのは、も

う御理解いただいていますから、やはりそういった

のを進めていくことが大切になってくるんではない

かなと思っています。親しんでもらうといいますか、

保安林を地域の方々が。 

○市長（田畑誠一君） 今お述べになられましたと

おり、保安林は、最初は、やはり何ですか、住民の

住宅を守るため、そういった意味合いから、まずは、

保安林というのは植林をされてきたと思うんですよ

ね。ただ、今、そしてまた同時に、例えば、子ども

たちがこう駆け上がって、で、何か遊んで楽しむ。

そういう地域の憩いの場でもあったと思うんですね。 

 今、ところが、上がれないということであれば、

さっき言った35％の何か適度なあれはありますけれ

ども、それをはるかに超えておるということかなと

思ったりしますが、現場、その実態は調査をいたし

ますけれども、今言われましたとおり、保安林その

ものが、これから津波とか何とかというのから守っ

てくれるわけですけど、日ごろの日常生活、地域の

中で地域と共生をする。一例を言えば、子どもたち

の地域の遊び親しむ場でもあると思うんですよね。 

 そういったことから、これまで市としましても、

平成25年度には、新生町の保安林に緊急用の手すり

つき階段を社会福祉協議会の裏まで設置をしました。
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で、今年、27年度、浦和町の今度は保安林内に、同

じく御倉山遊歩道まで設置を予定をしております。 

 そういった意味で、地域の方々に子どもを中心に

楽しんでいただく日常の憩いの場として利用しても

らったらなあ思っております。 

○11番（西別府 治君） 階段をつくられて上がっ

ていけるように、親しみがある保安林ということで

市長もお話ししてあります。それはそれで非常に大

切なことだと思っておりますけど、保安林のトータ

ルな全体の含めた流れの中での共生、地域と共生が

できるありようというのを、ぜひ県とも協議をして

いただきたいと思っております。 

 やっぱりそのことが、さまざまな今起こっている

現状に対して御理解をいただける、地域住民の方々

が御理解をいただけるんではないかなというふうに

考えておりますものですから、よろしくお願いいた

したいと思います。 

 答弁はよろしいですか。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたとお

り、保安林というのは、人々の住まいを守る、地域

を守るのが大きな目的で、保安林というのはずっと

育てられてきたと思っておりますね。 

 ただ、今度はそれだけじゃなくて、それだけじゃ

ないといいますか、保安林というのは、さきの津波

等でもありますように、緊急な避難場所にもなると

思います。あの保安林はですね。あわせて、これま

でもそうでありますが、特に子どもたちを中心にし

て、子どもたちの日常の憩いの場であった、その役

割を果たしていると思いますね。 

 だから、そういった角度から、適度な保安林の中

の伐採のあり方とかいうことは、また県と協議をし

てまいりたいというふうに思っています。 

○11番（西別府 治君） 次の質問に入ります。 

 ２番目であります。 

 照島海岸の環境を活かした交流人口増加について

であります。 

 その中で、旧照島海水浴場の管理状況であります。

現在の海水浴場管理棟の利用について伺います。 

○市長（田畑誠一君） 旧照島海水浴場管理棟の利

用についてですが、照島海岸は吹上浜砂丘の北端に

位置し、周辺には物産館照島海の駅、海の駅食堂、

最近パワースポットとしてＰＲしている照島神社な

どがあります。多くの方々にお越しをいただいてい

るところであります。 

 海水浴場が閉鎖されてから、管理棟の利用はもう

限られているわけですが、今のところの利用状況に

つきましては、大きな浜競馬大会とか、それからビ

ーチバレー大会などのイベントに今活用されている

と。あるいはまた、学校の持久走大会などにも活用

されておりますが、ちなみに、平成26年度は７回の

利用になっております。 

○11番（西別府 治君） 地域ブランドという話が

ありますよね。地域ブランド。その中でさまざまな

商品とか製品とかありますけど、やはり景観であっ

たり、砂浜であったり、松林であったり、先ほどか

らずっと言っておりますけど、市長、羽島のサンセ

ットであったり、これも地域ブランドとしてあると

いう見解があります。 

 その中で、市長がおっしゃっていますマスタープ

ランの中にも、地域ブランドによって自立するとい

うことを書かれていらっしゃいますよね。ですから、

照島海岸は非常にブランド性があります。もう私が

申すまでもなく、吹上砂丘荘とか、もう非常に、三

大砂丘の北端に位置とか、もう話をすりゃたくさん

出てまいりますけど、多くの方々に活用してもらう

ことが、まず一義だと思っています。 

 それで、７回ほど管理棟として使われていらっし

ゃいますよね。で、ビーチバレー大会とかさまざま

なのに使われていますけど、いわゆるこのすばらし

い地域ブランドが、ちょっと公共化するといいます

か、このときだけしか使っていないよねというのが

ちょっとあるような気がしますけど、そこらあたり

いかがですかね。 

○市長（田畑誠一君） それぞれの町で地域のブラ

ンド化を目指しているわけでありますが、私はいつ

も申し上げておりますけど、例えば、鹿児島県のこ

れからのブランドといいますか、振興策というのの

主力は、やはり農業と、私は観光だと思います。 

 そして、観光に絞っていいますと、私は最後の勝

利者は自然だと思っています。幾らスペースワール
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ドをつくっても何をつくっても、その次、それをま

た上回るものをつくりますから、そしたら、上回る

ものにまた集中して、それまでのところは衰退して

いくと。施設とか建物を人間がつくったてで最後ま

で勝ち残れるのは、1,270万人もおる関東一円の、

私はディズニーランドだと思っています。ほかの地

域はなかなか難しいと思うんですね。 

 だから、今言われたとおり、地域ブランドという

ことで、食でとか食のブランドとかいろいろありま

すけれども、大自然という中での照島海岸というの

は、大きなブランドだと思います。 

 だから、これはもっとやっぱり親しんでいただか

なけりゃ、愛され親しんでいただき、皆さんのおそ

ばに置いていただくというようなＰＲが必要なんだ

なあと思っております。 

 今、年間、大きなイベントとしては７回ですから、

今言われるようなこの７回の実態を見れば、そうい

う傾向にもあるかなというふうに思っております。 

○11番（西別府 治君） そこで、次の質問に、２

番目に入らせていただきますけど、管理棟東側の手

洗い場に外部のシャワーを設置し、期間限定でよろ

しいですので、何とかそれを使えるように。多くの

方々が訪れて砂を落としたり、今、水道は実際もう

とまっている状態であります。出ません。だから、

やっぱりそういったところを進めていく必要が、今

の話をお聞きしながら思っておりますが、いかがで

しょうか。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたとお

り、照島海岸はまたネーミング、名前からしていい

ですよ。照島てね。非常にいいですよね。照島海岸。

とても本市の大きな自然のブランドだと思っており

ます。だから、できるだけ多くの方に親しんでいた

だきたい。砂に親しみ、潮騒を浴びながら、来た皆

さん方がせめて、もう海に出りゃ、これは砂にまみ

れるわけですから、やっぱりこう何ですか、シャワ

ーとかそういったものでちゃんとして、またお帰り

いただけるような形はつくらないのはそのとおりだ

と思います。 

 ただ、管理棟周辺というのは人気のない場所です

よね。人気がない場所であることから、夜間などの

防犯上の対策も大事じゃないかなと思っております。 

 したがって、今ちょっとこうひねって自然なあれ

をおっしゃいましたが、そのように、銭湯の洗い場

に行きますと、何かボタンを押すと水が出て、それ

で自動でまた水がとまる。銭湯なんかはそうですよ

ね。そういった方式に変えたらどうかなあと思って

います。そしたら、いつでも皆さん自由に使えると

いうことを早急に検討していきたいと思っています。 

○11番（西別府 治君） 水が出るようにという努

力をしていただけるということであります。 

 で、防犯上の問題をおっしゃいました。実は、今、

電気で元栓の閉めたりあけたりするのがあるみたい

なんです。電気で。電気で。きゅっきゅっと手であ

けたり閉めたりするんじゃなくて、電気であけたり

閉めたりするバルブがあるみたい。１万円ちょっと

であるみたいですね。 

 そして、プログラムタイマーといいまして、時間、

曜日、さまざまなのを打ち込んでいけば、そのとき

だけしか電気が通らないとかいうことで、夜はもう

水道もとめますと。とまりますよと。出ませんと。

朝何時から出ますとかという何かさまざまな、そう

いったことができるようであります。 

 市長がおっしゃいました、この押せて、これも含

めながら、ぜひ、やはりシャワーが必要じゃないか

なと思っております。子どもたちが、あそこは車で

もう、すぐなんですね。すぐ、車をとめたらすぐ海

岸にわーっと子どもたちは走っていって、遊んで、

砂浜でこうして、もういっぱいついて。よろしいで

すか。で、しますよね。そして、砂を落としてあげ

ないと、やはりなかなか次へ行けない。 

 ですから、地域ブランドで来られて、子どもたち

も一緒に来られて、砂を落としてきれいになって、

海の駅やらたくさん近くにあります。そういったと

ころに、市内にもそうですけど、その人たちがまた

回遊していただくことも大切じゃないかなというふ

うに考えておりますので、どうかそういったシステ

ムづくりについても、水を出していただくというこ

とでありますので、また御検討をされていただくこ

とが必要じゃないかな。防犯はそれでもうオーケー

に、夜はもう出ませんから、できると思います。 
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 それから、自分たちの自慢として、地域の。よろ

しいですか。地域の方々が思っていらっしゃいます。

市長がおっしゃるように、照島海岸を本当に自慢さ

れていらっしゃいます。そういった方々が、子ども

たちが砂まみれで車に乗って帰るのを見たり、さま

ざまな、砂を、ちょっと水辺につかって濡れたまま

帰られたりするのを見ながら、その地域に住んでい

らっしゃるよさを伝える、何か英語でいえばコンシ

ェルジュというんですか、案内役というのが、その

人たちがされているのかなと思います。やはりそう

いった方々の、そういった案内役をされる方々に対

しても少し充実を図っていくことが、最終的には、

交流人口にはこれかなりプラスになると思うんです

よね。 

 ですから、江口のあそこも人工の砂浜があります

けど、もうなかなか遠くて行かない。アクセスはい

い。高速はある。すぐれた環境の中での場所ですの

で、多くの方々がそういった施設を整備することが。

いいですか。なっていくのかなと思いますので、ど

っかそこらあたりを進めていただければなと思って

いますけど。 

○市長（田畑誠一君） 今、水の出方にいろいろ電

気式とか何とかいろんな例を申されましたけど、い

ずれにしても、砂をこう洗い落とせるようなのは、

こうして今の押しボタン式なんか、こういったのを

検討していきたいと思っております。 

 これからも、ただ、あそこはたしか遊泳禁止区域

なんですよね。確かね。だから、そういったことも

考えながら、大々的なというのは、また難しい面も

あるかもしれません。その辺は検討してまいります

が、いずれにしても、本市が誇る照島海岸です。や

はり海のレジャーの場として、多くの方、少しでも

多くの方に訪れていただくような、そういうことを

やっぱり検討すべきだなあと思っております。その

ことが交流人口の拡大につながっていくんじゃない

かなあと思っているところであります。 

○11番（西別府 治君） 市長がおっしゃるように、

自然、最後は自然が勝つとおっしゃっています。こ

れは私もまさしくそうだと思います。こんなすばら

しい環境ないよねというのを皆さんやっぱりおっし

ゃいます。 

 ですから、それを子どもたちがもう、確かに遊泳

禁止ですね。まあ、いろんな要因があって、あそこ

をとめたんですね。海水浴場をとめましたよ。そし

て、１カ所に今集約しています。最終的にそのこと

が、本当に我々が地域ブランドとして情報発信をし

ていく中に、もっと足りないものがあるんじゃない

かなと。もっと活用していく。照島海岸を活用して

さまざまなことをしていく。 

 そして、既存ストックとして、シャワー室から全

部あるんですね、中には。更衣室から全部あります。

だから、やっぱりそういったことも既存ストックと

してあって、地域ブランドが見えていて、そして、

大変すばらしいこの環境の中で、交通アクセスがよ

くて、車からすぐおりて行ける。こんな好条件のと

ころを、今の状態の中は７回ですよね。７回。です

から、公共化したような、海岸を公共化したような

状況になっているとは言いませんけど、なかなか少

ないということであります。 

 ですから、皆さん、あの管理棟がなければ、そう

いうことはおっしゃらないですけどね。あるんです

よ、大きなのが。ですから、そこを、いわゆるコン

シェルジュの方々は自慢として持っていらっしゃる

と思うんですよね。そのことを来られた方にも、よ

かど、海岸なよかどと。また来てくださいねと。そ

ういった方々が誘い込んでいくことこそが、本来の

やはりコンシェルジュの役割だというふうに考える

わけですね。 

 ですから、内容等についてはもう、我々御判断を

いただきたいと思いますけど、より充実した、コン

シェルジュの方々と手を組みながら、よかったねと、

全体でまたお願いしますよという流れをぜひつくっ

ていただきたいというふうに考えておりますので、

はい。 

○市長（田畑誠一君） 先ほどから力説しておられ

ますとおり、照島海岸は本市の大きな自然のブラン

ドだと思います。 

 そういったことで、これまで市としましては、砂

浜への階段の設置や、それからパーゴラの設置、そ

れから遊歩道の設置などを行いました。よく散策し
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ていただいておるお姿を私もお見かけしております

が、そういう形で安心して利用していただけるよう

に整備をしてまいったところですが、ただ、言われ

ますとおり、余り活かされていないんじゃないかな、

自然のよさがということを思います。 

 だから、これからは、やっぱり海のレジャーの場

として、多くの方々に、観光客に照島海岸を利用し

ていただきたいなあというふうに考えているところ

であります。 

 そして、そのことが交流人口の拡大につながりま

すから、するとまた、地域の皆さんも元気が出ます

よね、その姿を見れば。まあ、そういった点で、引

き続き、やはりこのＰＲをしていかなければという

ふうに思っております。 

○11番（西別府 治君） 次の質問、３番目の質問

に入らさせていただきます。 

 ふるさと納税の促進と産業の６次化推進について

であります。 

 １番目のふるさと納税についてでありますが、先

ほど宇都議員のほうが質問をされましたので、内容

等については説明を受けたということで、もう１番

目の現状ということについては先ほどの答弁をいた

だいたということで、私も了解させていただくとい

うことでよろしいでしょうかね。重なっております

からですね。 

 次の２番目になります。寄附金の使い道や活用事

業の紹介などの公表の手法やリピート率向上戦略な

ど政策システムについて伺います。 

○市長（田畑誠一君） 寄附金の使い道の公表、そ

れから、リピート率の向上戦略はどうしているかと

いうお尋ねであります。 

 寄附金の使い道につきましては、毎年ホームペー

ジに掲載し、お知らせをしております。 

 それから、継続して御寄附をいただきたいという

願いを込めて、感謝の気持ちで、寄附をしていただ

いた方へは私が直接お礼の電話を差し上げさせてい

ただいております。その上で、お礼状や広報紙を送

付しております。 

 また、寄附していただいた方を年１回広報紙に掲

載し、市民の方々にお知らせをしているところであ

ります。 

 さらに、先ほど宇都耕平議員にお答えいたしまし

たが、24年度から、今年はさらに大幅に進めますけ

ど、24年度から感謝の気持ちを込めて特産品等の返

礼を行ってきたところであります。 

○11番（西別府 治君） これちょっとよく調べて

みましたら、これ日本で唯一税金の使い道が指定で

きる制度らしいですね、納税される方が。明確にこ

れに使っていいよというのを言えるのが、このふる

さと納税であるみたいです。 

 そして、総務省も支援していますね。先ほどワン

ストップのこともお話をされましたように、総務省

も支援をしています。今回については大きく流れを

変えてきていますよね。ですから、まさしく地方創

生の流れにこれは入っているのかな、総務省はそう

いうふうに考えているんではないかなというふうに

思っております。 

 で、その中で、これは私の提案みたいになります

けど、使い道の選択として、本市はマスタープラン

の中にもゾーニング、例えば、海洋活力ゾーンとか

都市形成ゾーン、農と住の調和ゾーン、癒しのゾー

ン、何かすばらしいこの内容をわかりやすくしたゾ

ーンが書かれているんですね。ですから、やはりこ

ういったどのゾーンで指定ができますから、使って

いいですよというのも、ホームページあたりでも、

やはり明確に出していく必要があると思います。産

業の発展とかいろいろ、まあ、大体そういうことで

括っていますけど、そういった納税をされる方はも

っとわかりやすい部分がいいのかなと思って。せっ

かくこうゾーン設定をされてマスタープランの中に

ありますから、それを活用をしていかれることがい

いのかなというふうに思っております。 

 それから、事業に使いましたというのがあります

よね。丸々事業に使わさせてもらいましたというの

も、一般の人がわかるように書かないと、行政用語

なんかがどんどん入ってきて、ああだこうだという

ことになれば、納税された方は、リピートするため

にも、もう一度見てもらわないかんとですよね。だ

から、納税された方はそんな行政用語がわかる人だ

けじゃないですから、やはりそこらあたりの充実も
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図っていく必要があると思います。 

 ただ、市長、何回も私もお聞きしておりますけど、

市長が直接電話をしていただいて、本当にうれしか

ったというのはあります。いや、本当ですよ、これ。

本当に心から市長が電話をくいやって、本当にあり

がとうっち言うちょってくいやいち言わんばっかり

のことを皆さんおっしゃいますから、気持ちは通じ

ていると思うんですね。 

 ただ、今回、総務省が地方創生で広げていってき

ていますから、広い範囲で、電話されることもそう

でしょうけど、やっぱりそういった見やすい部分と

いうのをつくらないといけないのかなと。 

 そして、あわせて、特設の、やはりふるさと納税

の特設の、今ホームページもあるんです。ふるさと

納税というのをクリックしていけば出てきますけど、

やはり特設でゾーニングやらぽんぽんと出てきまし

て、こんなことをやっているんだ、本市はというの

をアピールをどんどんしながら、皆さんお願いしま

すよという特設のスタイルのインターネットを活用

していくことなんかが、今あるんですよ、今もされ

ていますけど、やっぱりそういったのが、わかりや

すい部分と興味を引く部分というのが、本来、ふる

さと納税の基本だと思いますから、充実はどうでし

ょうかね、そこらあたりについて。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど宇都耕平議員にお答

えをいたしましたけど、最初のスタートのこのふる

さと納税というのは、都市から地方へ税源を移譲し

ようという大局的な発想でこういう制度が敷かれた

と思うんですけど、それぞれの自治体の皆さんが知

恵を絞って、逆手にとって、これはまさにおっしゃ

ったとおり、この制度を利用して、返礼品やらを通

して特産品のＰＲをしようと。自らの町の地場産業

の育成になると。それは地域の経済効果を生むんだ

ということで、各自治体が知恵を絞って、一生懸命

頑張って獲得合戦ですよね。 

 で、本市もちょっとおくればせながら、今年から、

27年度から、大体少なくとも大体４割相当ぐらいの

ものを選んでもらって、マグロとか何とかみんなお

出しして、その中から選んでもらって、それをお返

しをするということで、ほかの自治体に負けないよ

うに取り組んで、今年からいこうと思っております。 

 御寄附をいただく方というのは、これはふるさと

を思って、ふるさとを愛して、ふるさとを激励して

くださるわけであるわけですから、そのお気持ちに

応えるのは、やっぱり私どもが心を込めて応対をし、

返礼品なんかについても、その選定体制の整備が必

要だと思っております。 

 今もっと具体的に、寄附の使途の目的について、

その町のゾーン別にとか、大局的なお話を、御意見

を伺いましたが、今、本市は一応御寄附をなさった

方々に、現在の状況では、使途の目的でどのように

お考えですかということで、産業振興とか地域活性

化、それから健康福祉の充実、教育・文化・スポー

ツの振興、それから環境・景観の保全、その他、こ

ういった中から、どのようなのに活用していただき

たいとお考えですかということで意見を伺うように

しております。そういったのに基づいて、昨年も今

年も大体使わせていただいているわけです。まあ、

これはさらにそういった案内する上で、やっぱりそ

ういった勉強はせないかんなあと思っております。 

○11番（西別府 治君） 返礼については出口だと

思っています。この入り口の部分を今せんといかん

とおっしゃっていますから、ぜひそういったのをつ

くられて、内容をわかりやすく進めていくことが、

本来のふるさと納税の大きな大きな役割であるとい

うふうに考えております。どうかそういったのを検

討されていただきますように。 

 そして、市長がおっしゃいましたように、返礼品

のことであります。 

 ふるさとチョイスというのを使われるということ

で、そこに書いてあるちょっと文言を御紹介いたし

たいと思いますが、ふるさとチョイスは地域の持続

可能な仕組みのためのきっかけに活用してほしいと

いうふうに書いてあります。 

 それから、少し読まさせてもらいますが、ふるさ

と納税は、自治体の職員が地域の資源、地域産業や

観光資源に気づき、それを自治体としてＰＲします。

この気づきが最も重要であると考えます。多くの職

員の方は、自身が住む地域に大きな資源があること

に気づかされます。それにより、職員など地元に住



 

 - 104 - 

む人しか知らない貴重なおいしい食べ物や穴場の観

光スポットやイベントなどが、ふるさとチョイスを

通じて全国に発信され、それが人気となることで地

域の方々の自信につながっていきます。 

 ふるさと納税は、自治体が通販、通販ですね、通

販のような仕事をしています。それを批判される方

も確かにいらっしゃいます。いらっしゃいます。で

も、ふるさとチョイスはこう考えますとあります。 

 現在、ふるさと納税を通じて、日本全国にあまね

く自治体が行う通販のスキル、スキルですね、が身

についています。しかも、その通販は地域の本当に

自信のある品々や観光のものばかり。中には、観光

地でなくても観光パッケージをつくり、地域を知っ

てもらう取り組みまで行われています。この通販ス

キルは日本の地域の大きな武器になると思っていま

すということを、これは、ふるさとチョイスのホー

ムページに書いてあるのをちょっと読まさせてもら

いました。ですから、このことが出てくるんですね、

最初ふるさとチョイスをクリックしていくと。どん

なというか、これ、もうそのまま出てきます。 

 そして、地方創生です。全国一斉にこのことを進

めています。やはりこれが大きな今回の、今まで

我々が知っていたふるさと納税のありようと変わっ

てきているような気がしているんですけど、いわゆ

る職人の気づきと自治体のスキルアップが大切だと

いうふうに述べておられますが、どうですか、御意

見いただきたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） ふるさと納税につきまして、

私どもも一緒になって、どんなふうにしたらお気持

ちにお応えできるのか、また、どんなお返しをした

ら喜んでいただけるのかということで、いろいろこ

れまでもお互いこれまで協議をしてまいりました。 

 今までは他市と同じようなことをしとったもんで

すから、ところが、どんどんどんどん、さっき平戸

市や曽於市の例が出ましたけれども、どんどんどん

どん飛び抜けた上乗せの返礼品をされるもんですか

ら、もう平戸市なんか、昨年12億円を超えたんです

よ、ふるさと納税が。そうお聞きをしておりますが、

曽於市が４億幾らやったですかね。まあ、とにかく

たくさん御寄附をいただいているということで、そ

れをやっぱり、ある意味、販路拡大ですよね。ある

意味でね。 

 ふるさとに思いを寄せている方に失礼になるかも

しれませんが、そういった意味では、やっぱり言わ

れましたとおり、ふるさと納税についても、何です

か、ふるさとチョイスというんですか、これは１カ

月で1,500万人の方が閲覧しておられるそうです。

だから、まさにこのサイトは、本市の商品名や出品

者名、商品の内容などを掲載することで全国的にＰ

Ｒできるものと考えておりますし、大いにこれはや

っぱり活用すべきだと思っております。そのことは、

とりもなおさず、ふるさと創生、地方おこしになる

と思いますので、これからもやっぱりそういった面

で努力をしていきたいと思っております。 

○11番（西別府 治君） 市長がおっしゃいました

ように、さまざまなふるさと納税のありようが変わ

ってきて、レベルアップが図られてきている。そし

て、総務省としては、ふるさと納税というのを日本

全国で一くくりにしまして、同じレベルを出して、

あとは皆さん、地域の皆さん、地方自治体、どこま

でやりますかと言っているような気がしてならない

もんですから、今そういった話をさせてもらいまし

た。 

 政策的なこともお聞きしておりますけど、これは

６次化と一緒にまた質問をさせていただきたいと思

いますので、次の項目に入らせてもらいます。 

 ６次化推進についてであります。 

 １番目の返礼品の産品の季節ごとのブランド化に

ついて伺います。 

 これ市長、ちょっと平戸市の案内をさせてもらっ

てよろしいですか。実は平戸市も、長崎市、佐世保

市、平戸市ということで、アクセスが非常に平戸市

は悪いんですね。で、さまざまな資源というのは、

うちと一緒でたくさん持っています。ですけど、な

かなかうまくいかなかった。そして、季節の物をあ

るんだけど、量が少ないということがあられて、何

かこう、それをうまくしていくために何とかできな

いかということで、統一したものをどんどんどんど

ん提供するよりも、夏はこれ、秋はこれというふう

に、何か季節のブランドを進めていくことがうまく
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いくんじゃないかなということをされまして、今、

平戸市のほうは、そういったブランドを物産戦略の

中に、地域戦略の中で入れられております。 

 で、それを、これは６次化の話になりますけど、

平成21年から平戸市はもう、我々はもう佐世保市と

か長崎市とかいうても、名前もちっとは知っちょい

ゃっどん、なかなか返礼品もないよねと。じゃっで、

何とかせんないかんということで、地域ブランド、

平戸ブランド戦略プロモーション推進事業というの

を４年ちょっと前ぐらいから始めまして、これは職

員の方々が、担当課は産業振興部物産課の職員が、

福岡に行ったり、大阪に行ったり、東京に行ったり

して、職員です。今先ほどスキルの、通販のスキル

が、まだこうにぎやかに言われないころから、もう

このままでいったら、なかなかじり貧だよねと。何

とかせねばということで、宇都耕平議員が言われた

ように、市長がトップダウンでやったのがプロモー

ション事業だそうです。 

 で、今は黒瀬さんという方がいらっしゃいまして、

ちょっと長くなっていますけど、テレビなんかにい

っぱい出られまして、12億円とかいろいろ言われて

いますけど、ベースをつくったのはこの方らしいん

ですよね。 

 ですから、その点も含めまして、この返礼品の産

品の地域ごとのブランド化についてお伺いいたした

いと思います。 

○市長（田畑誠一君） 返礼品のブランド化につい

てであります。 

 返礼品につきましては、つけ揚げや焼酎など、本

市を代表する特産品だけでなく、本市の魅力を体感

できる、あるいは懐かしんでいただけるようなもの

も市内の全事業者に募集することとしております。

今度、大幅に変えますのでね。 

 そのため、全国的に知名度の高い特産品はもちろ

んですけれども、今はまだ知名度の低い商品につき

ましても、返礼品とすることで全国にＰＲができる

絶好の機会だと捉えております。 

 また、サワーポメロやポンカンをはじめ、旬の農

産物や、今季節ごとですね、まさに、水産物など、

収穫の時期が限定されるものにつきましても、季節

限定や個数限定で返礼品にしたいと考えております。 

 ふるさと納税を通して、こうした商品の知名度を

上げることによって、本市のブランドとして価値が

高まることを期待をしております。もくろんでいる

ところであります。 

○11番（西別府 治君） まさに市長がおっしゃる

ように、もうたくさんありますね、本市は。いっぱ

いあります。それを全部テーブルアップして、全国

に情報発信をしていくことになるわけですね。 

 そして、本市はもう全国展開されている企業があ

りますよね。そういった方々はもっともっとＰＲを

我々が、行政がしてあげる。そして、今、地域密着

の懐かしいものとか、そういったのを拾い上げてつ

くり上げていかんないかん。 

 で、その中で平戸市が一番気をつけたのが、やは

り小規模です。家内工業です。で、続けています。

で、その中において、やはり自分たちが値段をつけ

られる。６次化。これはこういう表現をしています

けど、６次産業的な生産者の所得向上につながる物

産戦略が継続的な体制をとることが最終的にはうま

くいっているということをおっしゃっていますので、

これはどこでも一緒だと思います。 

 だから、それをやはり進めるためにも、こういっ

た内容を、どうですか、市長、本当零細、小さい、

そういった方々の気持ちを考えていけば、必要だと

思うんですけど、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたけど、

一週間前、私、関東市来会に行きました。そしたら、

ふるさとの物を販売しておられるんですよ。実行委

員の方々が取り寄せられたんでしょうね。で、全部

売れていました。どんな物を取り寄せておられるか

と興味深く私は見たんですけど、なるほどなあと思

いました。ちまきを売っておられました。あくまき

を。懐かしいんですよね。そして、なかなか、何で

すか、お考えがすばらしいと思ったけど、あくまき

だけじゃなくて、今はやりのコラボというんですか、

あくまきとつけ揚げセットとか、これはお手本です

ね、やっぱり。だから、すばらしいなあと思いまし

た。そのことによって、もうとっても、また倍も３

倍もふるさとを思われるんですよね、懐かしんで。
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これは本当にお手本だなと。我々は、こういったき

め細かい配慮を行政というのは見習わないかんなあ

と思うことでありました。 

 さっき言いましたとおり、そういった意味で、本

市もつけ揚げと焼酎と組み合わせセットにするとか、

これから考えなきゃいかんですが、そのような応募

はしますけれども、お願いしますが、やっぱりさら

に、さっき言ったように、本市の旬の農産物や水産

物、サワーポメロやポンカン、ブドウもありますね。

たくさんのいろんな物があります。だから、そうい

ったのが、まさに季節限定で旬の物として、一層何

か喜んでいただけるし、何か価値観というのをお感

じになるんじゃないかなと思うんですね。季節の旬

の物というのは。だから、そういった面で幅広く考

えていかなけりゃと思っております。 

 行政の使命というのは、いろんな、先頭に立つこ

とも大事です、時として。だけど、基本はいろんな

仕組みづくりをして、皆さんの気持ちを鼓舞すると

いうのは失礼ですが、皆さんがやっどーというよう

な気持ちに全体の市民の皆さんに思っていただくと。

取り組んでいただく。企画に係っていただく。そう

いうのが行政の仕組みだと、使命だと思っておりま

すので、また、さらに季節感を持った返礼品、その

ことがブランド化になるわけですから、努力をして

いきたいなと思っております。 

○11番（西別府 治君） あくまき、本当にこう、

最近私たちも食べないですよね。あくまきというの

は、やっぱり懐かしさもあるし、またさつま揚げも

あって、非常にいいですね。もうだから、何か我々

の地域というのは、方向といいますか、やり方次第

ではどんどんいけますよという気が今ちょっとして

いるところであります。ぜひそういった方向性を進

めていただければと思っております。 

 次の質問に入ります。 

 情報発信と販路拡大についてであります。 

 これはもうずばりお聞きしたほうがいいのかなと

思っていますので。 

○市長（田畑誠一君） 情報発信イコール、それは

販路拡大になりますよね。このことにつきましては、

先ほど詳しくふるさとチョイスを活用したらどうか

という御提言をいただきましたが、そのような方向

で、やっぱり本市も取り組んでいきたいと思ってお

ります。 

 さっき言いましたとおり、１カ月で1,500万人も

の方が閲覧されるそうですから、これを、このふる

さとチョイスを活用させてもらえば、それこそ本市

のすぐれたいろんな商品、それから、まだ今はあん

まり知られていないけれども、そういった商品もや

はり何か認知されるような、そしてブランド化につ

ながっていくというふうに思っております。 

 ふるさと納税の返礼品をきっかけにして、先ほど

から言っておられますように、６次化や農商工連携

というのをやっぱり考えるべきだというふうに考え

ております。そして、本市の魅力を全国へ情報発信

するとともに、リピーター、そして新しい顧客を発

掘することが本市商品の販路拡大につながるという

ふうに思っているところであります。 

○11番（西別府 治君） 市長が３番まで一緒にこ

う話をされましたので、私もそういうふうに話を進

めていかせてもらいたいと思います。 

 ふるさとチョイスで写真があって出てきます。こ

れ幾らですよ、送りますというのが出て、選んでい

くわけですね。品物を選んでいくわけですが、ただ、

今おっしゃるように、全国展開している企業は、割

とそういうのはさっさっさっと乗せていけますね。

ただ、今言われたように、あくまきであったり、

我々の本来のブランド、懐かしさのブランドという

のがあるわけですよね。それをつくり上げていかな

いといけないのが今の現状だというふうに考えてお

ります。 

 そうした場合に、行政の役割をおっしゃいました

ですよね。民間は民間でやっていきますよ。行政と

しては、そういった地域ブランドを確立していくた

めに、家内工業でされていらっしゃる方々を、内容

を説得をして、販売経路にも乗せていけますよとい

う採算ベースのこともある程度はやはり話をしなが

ら進めていくことが、私は安心した６次化につなが

っていく部分になっていくのかなと思います。 

 で、じゃあ、例えば、中尾課長、バイヤーがあな

たのところはどんなのがありますかと言ったときは、
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いや、つけ揚げ、焼酎ありますよ。いや、もうそれ

は知っているんだよと。まだあるでしょうと。つけ

揚げでも、もっと地魚を使ったつけ揚げもあるでし

ょうと。いろいろあるでしょうと。ないんですかと

いえば、ありますと。それを伝えるのは電話じゃだ

めなんですね、これ。品物を持っていって、いや、

これですよと。やっぱりそういったことまでしなが

ら、ちょっとお疲れですか、ちょっとうるさいです

かね、いいですか、進めていかないといけないこと

だと思いますね。 

 そのためには、やはり職員の方々が、出張費であ

ったり、時間であったり、ちょっと市長、自由度を

上げていただいて、自由度、ｉｎｇでずっと進めて

いかんといけないですから、自由度を上げていって、

通常行政が行う決済、印鑑をもらって初めてさまざ

まなことができていていくわけですよね。大阪に行

ったり、福岡に行ったり、最初ターゲットは福岡で

しょうから、まずは。で、行かれると思いますから、

やっぱりそういった自由度をちょっと上げていただ

く。そして、お金についても、ある程度予算という

のはやっぱり取り入れていかないと、なかなか大変

じゃないかなというふうに考えておるところであり

ますが、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） やはり大事なことは、本当

に今までよく言われていたＰＲというんですか、最

近じゃ情報発信という言葉が盛んに使われますけれ

ども、やはり大事なことはその情報発信であります

から、電話とか、こうして書いたもんのやりとりじ

ゃ、やはりなかなか空気が、思いが伝わらないです

よね。ぬくもりが伝わらないと思うんです。人様の

心を打つといいますか、人様の心をいただくという

のは、やはりぬくもりがないと、人様の心は、真心

がないと、誠実でないといただけないわけでありま

すから、そういった面で、今言われますように、で

きるだけ機会を捉えていろんな場に出向いていくと。

そして、説明もするが、意見も聞かせてもらうと。

そして、懐かしい言葉もいただいて、また我々も頑

張ろうという気になるし、また、都会に行っておら

れる方々に、郷土の皆さんの活躍がやっぱり郷土の

誇りだと、頼りだというふうに、我々はまた激励す

る役割があると思うんですね。 

 で、本市は、例えば、大きなところでいったら、

稲盛和夫さんと偉い方が京都セラミックの鹿児島フ

ァン感謝デーというのをしておられますよ。これは

私も毎年行っています。今年は副市長に行ってもら

いましたけど。毎年行ってもらって、稲盛さんが鹿

児島県の振興のために、あの球場を２日間貸し切る

わけですよね。そして、今年も、だから、鹿児島県

から330店舗ぐらいだったと思います。本市も６か

７ですかね、ブースを出してもらったんですけどね。 

 そういったことで、あらゆるところで、また県内

にあっては、特産品とかそういったのにも、本市は

観光のことでも、当たり前ですけど、もう可能な限

り出席しております。 

 そしてまた、それだけ、物を持っていくだけじゃ

なくて、私は文化的な香りを向こうへ送り届けるこ

とも大事だと思うんですね。そういった意味で、何

年か前は、四、五年、５年ぐらい前は、市来の虫追

い踊りの皆さん方に関西に行ってもらいました。ま

た、祇園祭りは、３年ほど前、鹿児島市へ行かれま

したけどね。それから、そういった意味で、さのさ

踊り保存会の皆さん方も行って、やっぱり踊りも披

露していただいておるわけですが、そういった両方

の面から、ふるさとの味といえばいいですかね、ふ

るさとの香りといいますか、ふるさとの風といいま

すかね、そういったことで、両方の面からできるだ

け、予算的な制約もありますけれども、議会の皆さ

ん方の御理解をいただいて、精いっぱいいろんなと

ころでＰＲをしているところであります。 

 物、文化あわせて、ふるさとの香りを届けようと

いうふうに努力をしておりますが、これからもまた

議会の皆さん方からいろんな御指導、御提言やらい

ただきたいと思っております。 

○11番（西別府 治君） 稲盛さんのお話をされま

した。本当にこれはすばらしいですね。そして、手

を握っていこうと。いや、鹿児島だよと、我々だよ

というのをおっしゃっています。どうかそういった

流れを、もっともっと連携を深めていかれることを

どうか進めていただきたいというふうに考えており

ます。 
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 予想しないことが世の中は起こりますよね。例え

ば、市長がつくられました留学生のあれ。もう６万

人超えているんでしょう。２万3,000人だったです、

予想が。２万4,000人ですかね。誰が来るもんかそ

げんち我々も言ったほうですけど、でも６万人来て

いるんですよ。予想がつかない。だから、それぐら

いのスピードが、いわゆる観光にも波及してきてい

る。 

 で、先ほど３番目の観光まで含んだ、ブランドも

含んだ流れの中ですよね。ぜひここらあたりを、市

長、本当に時々の政策であったり、時々の時間の流

れであったりして、政治は、経済は生き物だと私は

考えておりますが、やっぱりそういうようなのを今

回あります。そういったことを含めながら、展開を

進めていただきたいと思います。 

 それから、もうこれは答弁は要りませんけど、ま

あ、後でされればいいですけど、６次化は全庁体制

で今進められていらっしゃいますよね。なかなか、

はっきり申し上げまして、難しい。でも、このさつ

ま揚げの、おたくのお店でつくっちょいやっ品物が

ふるさとチョイスで全国で売られますよということ

は、６次化につながっていくんじゃないかなという

ふうに考えております。 

 そしてまた、職員の方々も、いろんな品物をコラ

ボをするのも、もう計画をされていることも聞き取

りで聞いておりますけど、まだまださまざまなこと

を展開されていかれると思いますね。そして、それ

を地域に全部、家内工業の人たちも含めながら、説

明をしていかれるわけですよね、ふるさと納税とい

うことで。それが今度は６次化に重なって展開をし

ていくことに私はなっていきそうな気がするんです

よね。 

 ですから、そこがちょうどタイミング的にはいい

んじゃないかな、６次化を説明する中において。そ

して、６次化じゃないといけないという部分も国自

体も相当言っていますから、だから、やっぱりそう

いったのをタイミング的には非常にいいのではない

かなと思っております。 

 市長が先ほどもおっしゃいましたように、産業の

活性化、地域の活性化をすることにおいて、全体が

上がっていくよと。マスタープランにも、ブランド

が自立して町を創造していくということをおっしゃ

っています。だから、まさしくそのときに今来てい

る。そして、地方創生の全体の流れの中を含めなが

ら、試されている部分もあるだろうし、我々がもっ

ともっと掘り出していかなければならない部分とい

うのもあると思うんですが、６次化とふるさと納税

のそこらあたりについては、もう何回もお聞きして

いますけど、もう一度お聞きしたいと思います。チ

ャンスだと捉えていると思うんですけど。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたとお

り、行政は時として勇猛果敢に先頭に立つことだと

思っています。ただしかし、大事なことは、市民の

皆さんが燃えていただく、そんな仕組みづくりに朝

な夕な心がけるのが一番の原点だと思っております。 

 そこで、そういった意味の仕組みづくりというこ

とで、６次産業化への新商品開発に係る予算的な支

援としましては、市単独の６次産業化推進事業とし

まして、６次産業化に取り組む個人のグループや事

業者に対して、先ほど家族でやっている方も光を当

てとおっしゃいましたが、それから、農産物の付加

価値をつける取り組みや販路開拓に要する調査研究、

新商品開発などに要する経費について、ハード、ソ

フトの両面から助成を行っているところであります。 

 また、鹿児島県におきましても、商談会などの開

催による生産者と食関連業者とのマッチングや、６

次産業化サポートセンターの設置による個別相談会

や各種研修会を開催し、商品開発の支援等を行って

おります。 

 今後もそういった制度について情報提供を行い、

活用を促進するとともに、本市の農林水産業の所得

向上のため、６次産業や農商工連携の取り組みを支

援をしてまいりたいと思っております。 

 大事なことは、おっしゃいましたとおり、スピー

ド感だと思っています。そういった主眼において、

努力をしてまいりたいと思っています。 

○11番（西別府 治君） 市長が最後におっしゃい

ましたスピード感、もうこれを本当に問われている

のが地方自治体であると思います。それを職員が船

頭になることも、そしてまた、みんなを盛り上げる
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ことも両方、やはり進めていく時代になってきてい

るかなと思っておりますので、ふるさと納税、そし

てまた６次化を含めた中で、誰も予想しなかったで

すよ。６万人。するわけないですよち。来るもんか

ち言ったら来るんですよ。来ているんですよ。だか

ら、それをやはり市長、ぜひ大きなばねにしていた

だいて、地方経済、本市を支えていただきたいとい

うふうに考えております。 

 以上で全ての質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） ここで昼食のため、休憩

をいたします。 

 再開は午後１時10分といたします。 

             休憩 午後０時01分 

             ───────── 

             再開 午後１時10分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 次に、田中和矢議員の発言を許します。 

   ［２番田中和矢君登壇］ 

○２番（田中和矢君） グラウンドゴルフの屋内施

設建設についてお伺いいたします。 

 屋内建設をいいますのは、今たまたま雨が、毎日

雨ばっかりで、そういうわけで言うわけではないん

ですが、市内外からたくさんの大会を誘致して、市

長がいつもおっしゃっている定住人口と流動人口の、

特に流動人口の増加を図り、それから、お年寄りの

健康維持、医療費の節約のためにも、こういったお

年寄り、グラウンドゴルフはお年寄りだけされるス

ポーツでないことは承知しておりますが、一般的に

は、ある程度年齢をとった、いわゆるシルバー世代

がたくさんなさっているようです。 

 そういう方が天気の悪い日にも屋内施設を利用し

てグラウンドゴルフをやることによって、少しでも

健康増進と、それから、ひとり暮らしのいわゆる独

居老人とか、そういった方々が引きこもって一人で

部屋の中で話をする相手もなく過ごすというよりは、

グラウンドゴルフにしろ、パークゴルフにしろ、ゲ

ートボールもそうですが、そういったスポーツを通

じていろんな方と接触をする、話をすることによっ

て、お年寄りが鬱になったり、あるいは一日中誰と

も話をすることがないというようなことが避けられ

れば、先ほど言いました医療費の節約にもなります

し、何よりも、家族の者も自分の両親が、あるいは

おじいちゃん、おばあちゃんが健康で明るくあるこ

とが、本当に仕事にも集中できますし、ましては、

子育てにも十分そちらへパワーを注げることになる

と考えます。 

 そういうことで、単なるスポーツというんではな

くて、健康増進のために、ほかには転ばん体操もそ

の一つだと思いますが、今、各公民館では転ばん体

操などをして、非常にお年寄りが明るく、その転ば

ん体操の後、帰られる姿は、本当に明るい声で笑い

ながら出てこられます。そういったことも考えまし

ても、このグラウンドゴルフを何とか生涯スポーツ

として取り上げていただくわけにいかないだろうか

と。 

 で、私は議員として在籍しておりませんでしたが、

２年前にもそのような話が１回持ち上がっていると

いうことですので、ぜひ前向きに検討していただい

て、この屋内施設の件について市長の見解をお聞き

いたします。よろしくお願いいたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 田中和矢議員の御質問にお

答えをいたします。 

 田中議員が今お述べになられましたとおり、本市

には数多くのグラウンドゴルフの愛好者がおられま

す。そしてまた、これも詳しくお述べになられまし

たが、健康づくり、生きがいづくり、仲間づくりに

大いに役立っているスポーツだと私も思っておりま

す。 

 そういった意味で議会の御質問やらいただきまし

て、平成25年８月、日置市と霧島市の屋内施設の研

修視察を行い、それぞれの施設の規模、利用者や利

用競技種目の状況、建設にかかった事業費などにつ

いて研修をしてまいりました。 

 利用される、ここは一番大きなポイントだと思う

んですが、利用される競技については、三つのドー

ムともテニスがほとんどだそうです。霧島市のほう

は、たしか５コートあったと思いますが、テニスが

ほとんどで、あとゲートボールとグラウンドゴルフ
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の利用は少ないというお話でした。 

 このような状況を考慮しますと、現時点では、多

目性を備えた屋内施設の建設については、まず第一、

建設の場所が要りますね。建設の場所の問題、それ

から建設規模の問題、それから財源的な面等を含め

ますと、今の時点では難しい状況にあるのかなあと

思いました。 

 私は、実はグラウンドゴルフも、霧島市のほうは

たしか２面ぎりぎりなんですけど、とれるというこ

とでした。たくさん使われているかと思ったんです

ね。ところが、あんまり使われていないんですね。 

 考えてみますと、ゲートボールの場合は、20メー

トルと15メートルの、まあいえば、四角ちいえばい

いですかね、の中で、あの枠内から出ない競技です

よね。もし相手方を打ち出すときには、ちゃんと方

向性を示して、相手の方に立ってもらって受けとめ

てもらうということですよね。それに引きかえ、今

度はグラウンドゴルフとなりますと、一番長いとこ

ろで50メーターですからね。思い切り打つわけです

から、中でしている人たちのところにもボールが行

ったり来たりするわけですね。どうやらそこら辺で

だいご味がないということで、あんまり利用がない

のかなあということを思って帰ってきた次第であり

ます。 

○２番（田中和矢君） 今、ちょっと建設が難しい

ということで、場所の問題、財源の問題、それから、

その特殊性、距離の問題等で少し難しいというお話

がありましたが、現に、福祉施設でありますが、伊

集院町のゆすいんとか、それから小鶴ドームという

んですか、これ、ネーミングライツ、名前を使って

もらうことによって何か補助をする、企業が補助を

するというようなことやら、吹上町では亀ドームと

いうのもあるそうです。 

 何とか場所の問題は、例えば、今場所とおっしゃ

いましたんでぱっとあれするのは、今回、観音ヶ池

で何か大きなプロジェクトがあるそうですので、場

所はそこを使うとか、あるいは、今、一般廃棄物の

処理場が二、三年もすると公園化できるというよう

な話も聞いておりますので、そういったところ。も

う一つ候補をじゃあ言えということであれば、やは

り日置市は非常に野球場、陸上競技場、庭球場、い

ろんなものがきっちりとでき上がっています。 

 いちき串木野市にはたしかに体育館というのがで

きておりますが、あそこのところにつくる方法はな

いのか。あの辺に市有地はないんだろうかというよ

うな、市有地というのは市の保有する土地という意

味ですが、そういったものはないんだろうかと。場

所はですね。 

 で、あと財源については、いつも市長がいろんな

お金を、補助金、交付金、そういったものをよく引

っ張ってというか利用して、関係各所から引き出し

て、導入して、いろんな事業を立派になさっており

ます。その一つとして、諦めずに財源の問題も今後

前向きに考えていっていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 霧島市のほうは、たしかあ

の施設で、自衛隊関係だったと思うんですが、あの

施設で六億九千何百万円だったと思います。７億円

ですね。７億円かけて、テニスコートは５面とれて、

それはもうフルに使っておると。たくさん使ってい

ただいているというお話でした。 

 ただ、さっき言いましたとおり、グラウンドゴル

フの場合は、長いとこ50メーターですもんね。だか

ら、何日か前も大会がありましたけど、打ったらあ

っちこっち入り乱れるわけで、だから、かなり広い

スペースが要るということで、やっぱり愛好家の

方々に、そういった面でのだいご味といいますかね、

そういうのはいまいちだというのが、あんまり利用

がなされていない要因じゃなかろうかなあというふ

うに思いました。視察に行ってですね。一番は利用

の状況ですよね。 

 さて、そうなると、つくるとなったらやっぱり、

これは理想的かもしらんけど、テニスコートも体育

館も、そういうことで公式戦ができるのにしました。

そうすると、グラウンドゴルフで公式戦ができると

は、相当広い屋根でないとできないと思うんですよ

ね。本当に今の１面か２面やっとぎりぎりというと

ころでさえ７億円という話でしたから。たしか平成

13年でした。今から十三、四年前ですか。それで７

億円ですね。 
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 だから、そういったことを考えあわせますと、利

用状況も含めて、現段階ではなかなか困難かなあと

いう。次の課題として、これはなるでしょうけど、

今もろもろの事業を進めていく中では、現段階では

なかなか困難かなあというふうに考えているところ

であります。 

○２番（田中和矢君） お尋ねしました財源の問題

で、こう何かいろんな方策は、可能性はございませ

んか。 

○市長（田畑誠一君） 財源の問題で申し上げます

と、これは御承知のように、議会の皆さんと御一緒

に待望の総合体育館を建設ができました。それこそ

議会の皆さんと一緒に国のほうへいろんな補助のお

願いをしまして、おかげさまで、あれは備品の整備

まで含めて20億6,400万円です。 

 でも、おかげで体育館に関しましては、文部科学

省が４億600万円、総務省の見てもらう分が10億

8,100万円ですから、最終的に、まだ内閣府から５

億4,900万円ということでしたので、20億5,200万円

国のほうにお世話になったことになります。つまり、

市の負担はわずか1,200万円、わずかといったら失

礼ですが、0.0058だったと思いますけれども、で済

んだわけですが、今のこのグラウンドゴルフのこと

につきまして、これは相当大きな施設になると思う

んですけど、建設するとなりますと、まだ今の現段

階では、そういった具体的な手だてについての研究

というのは、まだしていないところであります。 

○２番（田中和矢君） 何しろいろんなグラウンド

ゴルフの大会に招かれていって、お年寄り、高齢者

の皆さんが嬉々として、いつもはそれこそきつそう

に歩かれている方が、打った後、小走りにして、ま

るで子どもに返ったかのように、きゃあきゃあまで

は言いませんが、喜んでなさっている姿を見るにつ

け、これは何とか健康管理と、先ほども申し上げま

したが、医療費の問題、それから生きがいの問題、

平均寿命だけの問題ではなくて、元気で長生きでき

る健康寿命という問題でも何とかせないかんなと思

って見ていましたら、グラウンドゴルフの会長さん

から、田中君、何とかならんかというようなお話。 

 そして、この老人パワーを利用して健康になれば、

いろんなことでもいちき串木野市が元気になり、い

ろんな意味で若い人にもいい影響を与えることがで

きるというようなこともお伺いして、この一般質問

をすることになったんですが、先ほど、やはり大変

難しいというお話ですが、市長がこのような答弁を

なさるということは、技術的な問題も多少はよく考

えて、多少はよく考えてというのはないか、よく考

えて回答されていると思いますが、私たちの副市長

である副市長、一級建築士ということをお聞きする

んですが、その立場で何かユニークないいアイデア

などはなかったもんでしょうか。 

○議長（下迫田良信君） 田中議員、市長に一般質

問ですから、市長が先ほど答弁されたことが市の考

え方ですので、発言は注意してください。 

○２番（田中和矢君） じゃ、少し、ほんの少しも

だめですか。 

○議長（下迫田良信君） いきますか。 

○副市長（石田信一君） 御指名でございますので。 

 建築という立場でということでございますけれど

も、基本的には、先ほど市長のほうで申し上げまし

た。 

 私もこの３施設を見に行きました。霧島市、日置

市ですね。その中で、確かに利用状況は非常に悪う

ございます。そういったことを考えると、投資効果

を考えますと、なかなか難しい。 

 その中で、先ほど市長もありましたけれども、当

時で約７億円から３億5,000万円とか、そういった

数字はございますけれども、今に換算しますと、約

10億円ほどの費用がかかるんじゃなかろうかと思っ

ております。そうしますと、私どもの町におきまし

ても、来年以降、合併特例債の算定替もございます。

そういった中で、大きな財政支出となりますこうい

った施設は、なかなか厳しい状況。技術的な問題で

できないかということはまた別でございまして、そ

ういうやっぱり市の行財政運営をするには、どうし

てもそういう財源確保が必要でございますので、そ

うしますと、費用対効果を考えますと、なかなか厳

しいのかなということでございます。 

 ただし、説明がありましたように、今後の維持管

理を含めた、ネーミングライツとかそういうのは当
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然考えてまいりますけれども、なかなかそういうも

のだけでは10億円を賄うには厳しいのかなというふ

うに考えているとこでございます。 

○２番（田中和矢君） どうもありがとうございま

す、副市長。 

 それで、何とか私も一般質問で食い下がっていき

たいとは思っていましたが、これだけの理由を幾つ

か挙げられますと、これ以上は今回は引き下がりた

いと思いますけれども、かわって、まあ、かわりに

といいますか、代替策として、公認コースをつくっ

ていただく。屋根はなくてもいいですから、公認コ

ースを。現在、県内で15コースあるそうです。阿久

根市やら薩摩川内市やらですね。知覧町なんかもそ

うなんでしょうか。 

 そういった中で、知覧町の平和公園のところに、

知覧町のコースは起伏があってすごくいいコースだ

なあと。芝生で起伏があって。そうすることによっ

て、平坦なところでやるよりは、もっとこう難しさ

もあり、スリリングなグラウンドゴルフもやれるん

じゃないかと思いますが、屋根つきは将来の課題と

いたしましても、せめて芝生で、しかも起伏のある、

アンジュレーションというんですか、起伏のあるコ

ースをつくる、そういったようなものは費用的には

大分安くできると思うんですが、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 田中議員が先ほどからお述

べになっておられますとおり、確かにグラウンドゴ

ルフの愛好者というのは多いですね。私もおととい

大会に行きましたけど、300名ぐらいおいでです。 

 その効果というのは、もちろん健康づくりとか、

そのことは医療の問題まで、医療費の問題までいい

結果をもたらしているし、仲間づくり、健康づくり、

よく私も理解をしているつもりです。同じ思いです

けれども、そこで、グラウンドゴルフをしていく上

では、確かにフラットな運動場だけよりは、やはり

起伏があるコースをつくったら、これは確かにおも

しろいと思いますね。先ほどから申し上げましたと

おり、グラウンドゴルフを楽しむだいご味といいま

すか、そういった意味では、まさに本当にそういう

形でのグラウンドゴルフ場を整備すれば、確かにそ

れはすばらしいことだと思います。 

 そのちょっとした延長線が市のパークゴルフみた

いなもんだと私は思うんですが、あそこも大いに活

用しておられるようですけれども、さて、建設とな

りますと、これはまた、さっき場所もいろいろお示

しになられましたけど、場所とか規模とか、それか

ら事業費的な問題、いろいろあると思いますが、い

い御提言をいただきましたので、このことはまた今

後の課題として、研究はしてまいりたいと思います。 

○２番（田中和矢君） 今後、前向きに、前向きに

という言葉はなかったですけど、前向きにというこ

とで検討していただいて、ぜひ実現していただき、

そして、市長旗杯でも市長旗争奪戦でもやれるよう

になればいいかなと思ったりもします。 

 そして、お年寄りは若者よりも少し小遣いを持っ

ておられるそうです。当市のつけ揚げや焼酎やいろ

んなマグロにしましても、そういったときに他市か

ら来られたら、その場所に売店を設けて、そのとき

だけでも売店をやって、出前販売店でもやったりし

たら、売り上げ増にもつながるのではないかなと思

います。これはもう答弁は必要ありませんので、一

応お聞きおきください。 

 では、次に、２番目の街路樹剪定と公園内遊具の

管理についてというところに入ります。 

 現在、当市で街路樹が茂って、非常に緑の多い、

先ほどの市長のお話にもありましたが、最後に勝利

するのは自然であると前の質問の方におっしゃって

いましたが、本当に自然というのは大事だし、いろ

んな観光の面でも、やはり行ってみていいなという

町、市は、そういった手入れがよくしてあるところ

でないかなと常々感じております。 

 街路樹がすごく高くなりまして、電話線や電線を

切るんじゃなかろうかというような。これから季節

も台風の時期にもなります。切るんじゃないかとい

うような状況のところがあって、住民の皆さんから

依頼を受け、市の担当課のほうへお話ししますと、

すぐ対処していただいて、ありがたいことだと思っ

ております。 

 入り口のすぐ右側に二、三人おられる方が、本当

に迅速に対処していただいて、すぐできないところ

は順次やると。指定管理者の費用の予算の問題など
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もあると思いますが、これは聞き取りのときにＮＴ

Ｔや九州電力というようなことを担当課の方がおっ

しゃいましたが、この茂り過ぎた街路樹の管理とい

うのは、本来的にはどこが管理することになってい

るのか、あわせてお答えください。 

○市長（田畑誠一君） 街路樹等の管理につきまし

ては、土木課が窓口でやっております。 

 いろいろ街路樹について、もうあんまり木が高く

なり過ぎて電話線に当たっているとかいろんなお話

をなさいましたが、やはり市民の皆さんから、高く

なって、高木によって落ち葉が庭先や雨どいにたま

ったりして清掃が大変だとか、それから、枝の広が

りによる日照の問題など、高木の剪定を望む声が確

かに届いております。 

 私が申すまでもなく、街路樹は、本来、都市の美

観の向上や道路環境の保全、歩行者等に日陰を提供

するなどの目的として街路樹は設けているんですけ

れども、本市には1,200本、高木がございます。管

理につきましては、街路樹管理業務委託の造園業者

と、それから市の直営班、両方でその要望に当たっ

ておるところであります。 

○２番（田中和矢君） それで、今そういう街路樹

からの落ち葉で側溝が詰まっているというようなこ

とで、本来は、自分の家の前ぐらいはそれぞれの家

の方が掃除するのが本来だと思いますし、そのよう

になさっている方もおられますが、やはり当市の高

齢化などによって自分でできないときには、やむな

く市に、直営のほうとか指定管理者にお願いするわ

けですが、今、その動きが悪い、あるいは働きが悪

いということを言っているわけではなくて、そうい

ったことは決して申し上げていません。すごくよく

対処していただいています。そのことはお断りして

おきたいと思います。 

 それで、次に、公園内のさびや老朽化で、幼児が、

小さな子どもが安心して使えない遊具の保守管理に

ついてお伺いしますが、孫を遊ばせているお年寄り

が、ちょっと安心して遊ばすことができないんだと

いうようなことがありますが、このさびや老朽化の

問題の管理はどのようになっているんでしょうか、

お伺いします。 

○市長（田畑誠一君） 公園の管理につきましては、

38の都市公園等を指定管理者制度でお願いをしてお

ります。北部地区と南部地区に分けまして、維持管

理を実施しているところであります。 

 その中で、今おっしゃいました遊具等の点検につ

きましては、毎月１回行っており、がたつきがない

か、あるいはボルトの緩みはないか、けがをします

ので、あるいはまた、著しい塗料の剝離やさびなど

についての点検も行い、補修修繕を行っているとこ

ろであります。 

 また、平成26年度には生福の中井原地区の永野原

公園に幼児用の滑り台を新設しました。 

 今後も、老朽化が著しい遊具等については、安全

第一がもちろんでありますから、安全第一を考えて

補修修繕を実施しながら、撤去及び取りかえなどを

検討していきたいというふうに思います。 

○２番（田中和矢君） 私のほうにそういうふうな

要望とかお話があるということは、完全にメンテナ

ンスがうまくいっていない場所もあるということで

しょうから、さらに関係の部署でしっかりと管理し、

それから、指定管理者の方にも再度土木課のほうか

らでもよくお話をしていただきたいと思います。 

 次に、３点目の本市の目抜き通りである中央通り

のことでお伺いいたします。 

 タイル舗装を、あの中央通りのタイル舗装は、あ

のような形になって何年経過するんでしょうか、お

伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） タイル舗装についてですが、

平成元年度から平成４年度の４カ年にかけて、旭町

ロータリーから元町の菊屋までの区間の400メート

ルを商店街活性化事業で整備しております。当時で

すね。そういう状況。それから、したがいまして、

20年を経過しているということになります。20年余

りですね。 

○２番（田中和矢君） それで、あそこのタイルが

割れて両サイドのお店に当たって、具体的な被害も

発生したということもお聞きしていますが、その辺

は把握されておられるでしょうか。 

○土木課長（平石英明君） １回、ガラスが割れた

ということで、これは二、三年前の話だと思うんで
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すが、すぐ土木課のほうで行きまして、原因が何で

あったかというのを調べたかったわけですが、店屋

の方がもう後始末されておって、タイルであったの

か石であったのかがちょっと把握できないところで

ございました。で、話し合いをしまして、店のほう

で修理をするというふうに伺っております。 

○２番（田中和矢君） そのガラスが割れた事実も

あるんですが、実際に被害は出ていなくても、歩行

者が歩いていると、割れたタイルの破片がぽっと飛

んでくると。そういうことも実際に割合あります。 

 そして、その現物がないと補償もきかないという

ことで、実はちょっと持ってきました。これがその

割った現物というわけではなくて、このようにこの

タイルがかなりかたくて重いんです。そうだろうと

思います。やわらかくて簡単なものであったら、ト

ラックもバスも通るわけ、トラックは通らないです

かね、車が通るわけですから、非常に危ない。こう

して見ていただけばわかるように、かなりとがって

います。これが車のタイヤでぱんとはねる。そうす

ると、たまたま今のところは事故に至っていません

が、歩行者に直撃するケースも十分考えられますの

で。 

 この問題は、タイル化されて、早い場所では二十

六、七年、20年以上たっています。やはり老朽化し

ているし、実際に中央通りを通りますと、ひび割れ

て黒い、あれはモルタルか何か知りませんが、二、

三メートル置きにずっと、ひょっと目の悪い人には

模様にも見えるぐらいの感じでたくさんの補修をし

てあります。 

 この今後のメンテナンス、補修、そういったもの

はどのように計画されているか、お伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど来お述べになってお

られますとおり、もう20年経過しているから、あち

こちやはり老朽化が進んでいると思っております。 

 大事なのはその維持管理ですが、これまで市民の

皆さんから通報をいただいたり、あるいは定期的な

パトロール、あるいはまた、特にこの間も商店街の

方々が、何ですか、商店街の方々、それから、くし

っのん盛り上げ隊とかまちづくり協議会とか、皆さ

ん御一緒になられて、傘酔夜市ですか、というのを

盛大に開催されておりました。ああいった特にたく

さん人が集う場合は、特に気をつけて、祭りの事前

に総点検を行って、通行車両や歩行者の安全に努め

ているところでありますが、気づかない点がいっぱ

いございます。今もお述べになられましたとおりで

すね。 

 今後もやはりそういった皆さんのお声を聞きなが

ら、また商工会議所、各通り会の皆さん方と協議を

しながら、未然にやはり事故を防ぐように、またそ

して景観上もよくないですよね。そういった面で配

慮していきたいと思います。 

○２番（田中和矢君） 今、破損したタイルのこと

を中心にお話ししましたが、実は、今、梅雨で雨も

降っておりますが、ずっと続いておりますが、スリ

ップをかなりします。それで、歩行者も、靴底とか

スリッパの裏の材質によっては、本当に滑ってひっ

くり返る人も実際におられるんです。で、腰を打っ

たり、頭を打ったりすると大変なことになりますん

で、できるだけそういう、あのタイルは一時ああい

ったものがはやった時期があるかと思いますが、例

えば、水の浸透性のあるカラー舗装にするとか、そ

ういったことをすると、今現在、ドリームキャノピ

ーの下のほうにはえんじ色のテニスのコートみたい

なものが最近塗り直されましたが、ああいったこと

もあわせて検討する考えはないか、お伺いします。 

○市長（田畑誠一君） カラー舗装については、も

うカラーそのもの、いろんな原色めいたものとか、

あるいは混合した色とか、もうそれこそダイオード

じゃありませんけど、いろんな、色自体、大体いろ

いろあると思います。それからまた技術面とか、そ

れから、カラー舗装をするその道路が、主に例えば、

車両が通行する道路だとか、これはもう歩道なんだ

とか、歩道に限定されているんだとか、いろいろあ

ると思います。 

 そういった施工をした後、活用をされる面に思い

をしながら、いろいろ選択するのが大事だと思いま

すので、今後、そのカラー舗装について、いろいろ

御意見もいただきながら、研究してまいりたいとい

うふうに考えております。 

○２番（田中和矢君） スリップしまして、タイヨ
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ーの前の、個人名は言うといけないか、タイヨーの

前のすし屋さんのところにぶつかったという事例も

実際にあって、たまたま木の船みたいなあれがあり

まして、あれでとまったということもありますし、

ひどいのは、お店の中に突っ込んだのも何年か前に

あるんです。それは把握されていますか。 

○土木課長（平石英明君） スリップの事故は聞い

ておりますが、店の中に飛び込んだというのは、ま

だ聞いておりませんでした。 

○２番（田中和矢君） 奥深く飛び込んだわけじゃ

ないですけど、ガラスが破損した事例もありますの

で、やはりスリップは非常に危ないです。思うとこ

ろでとまっていないわけですから。実際に車を運転

してみますと、やはりほかのところよりも制動距離

がかなり長くなるというのがもうはっきりとわかっ

ておりますので、担当課長もぜひ一度あそこを通っ

て、雨の日にでもブレーキをかけてみていただきた

いと思います。確かめてみてください。 

○土木課長（平石英明君） 雨の日、今度通ってブ

レーキをかけてみたいと思いますので。確認します。 

○２番（田中和矢君） 課長が乗っているようなＡ

ＢＳつきの高級車ならいいですけど、軽トラックと

かは非常に滑るという話もありますので、よろしく

お願いいたします。 

 このところはこれにしまして、４番目の避難計画

及びヨウ素剤配布についてということに入ります。 

 まもなく、きのう、今日の新聞等でも、燃料棒を

７月７日には挿入してというような話も新聞等で書

いてあります。そしてまた、今日の南日本新聞の三

面には、非常にまだ福島県の現在の状況が、大熊町

とか飯舘村、非常に劣悪な状況になっているという

ことも、三面のおおよそ45％ぐらいの紙面を費やし

て書いてあります。 

 そういったことなどを考えましても、いちき串木

野市はＥＰＺ20キロ圏内ですが、先ほど、何日か前

に、３月発行、実際配られたのは６月ですが、この

原子力防災ガイドブックというのが各戸に配布され

ておりますので、このことを中心に質問をしていき

たいと思います。 

 お年寄りが超高齢化が進んで、自宅で懸命に生き

ておられる方や認知症の方、それから病院や施設で

医療を頼りに生きている方々をどう避難させ、そう

いった方々の命と生活をどのように守っていかれる

おつもりなのか。まず、市の最高責任者である田畑

誠一市長にお聞きしたいと思います。危機意識につ

いて。危機、危機。危険の危に危機の意識ですね。

意識の持ち方について。 

 市長に細かいことを聞こうとは私思っておりませ

ん。細かい避難計画の具体的なことは、後ろに控え

ているまちづくり防災課長がお答えいただけるのが

本当であるし、市長は大きな方針とか政策で物の考

え方をお話しいただければありがたいです。 

○市長（田畑誠一君） 私ども、市民の皆さんの願

いというのは、やっぱり一番の原点は安全・安心し

て暮らせる町だと思います。そして、この町に住ん

でよかったという誇りを持てる町だと思います。そ

のほかいろいろ、所得とかいろいろ挙がってきます

けれども、そういった面で安全・安心の管理という

のが一番大事でありますので、まずは、我々行政と

しては、やはり議会の皆さんと一緒になって、例え

ば、避難行動における要支援者に対する気配り、目

配りというのが、配慮というのが、これは一番大事

だと思います。 

 このことにつきましては、まちづくり協議会を通

して、皆さん方がそれぞれ計画をしておられます。

例えば、誰さんの場合は誰が、何といいますか、避

難をさせるとか、そういう詳しいマップ等も連絡の

表もそれぞれの地域につくっておられるわけですが、

とにかくこれはもう一例ですけれども、とにかくさ

っき申し上げましたとおり、安全・安心に暮らせる

町が一番ですから、そのためには、今、原発を例に

とってお話をしておられますけれども、これは何と

いいましても、この原発につきましては、議会の皆

さん方も慎重な審議をなさいました。 

 また、立地市である薩摩川内市議会、市長、そし

てまた県知事、県議会、県知事、慎重な審議を重ね

て、その上で規制庁の厳しい審査を経て今日の状況

に入っているわけですが、何といいましても大事な

ことは、やっぱり特に事業者の方には、規制庁の皆

さん方の監視指導も大事です。もちろんですけれど
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も、やはり常に新しい知見を追い求めて、そして、

安全・安心を第一に、これを旨として、やはり日々

努力をしていただきたいと。 

 また、規制庁の皆さん方にも、厳しい視線を事業

所に当てながら、事故がないように安全に国民を守

ってもらいたいという思いですが、ちょっとくどく

どお話ししましたけど、一言で言ったら、お互いみ

んなが常に危機意識を持っていることだと。これに

尽きると思います。 

 ちょうどきのう釜石市の例を申し上げましたけど、

あのような危機意識をお一人お一人が持っていると。

自分の命は自分で守るんだという、これが一番大事

なことだと思います。 

○２番（田中和矢君） 何回か前の一般質問のとき

にも、私に対する答弁ではありませんでしたが、そ

のときにも釜石市の奇跡をおっしゃいました。釜石

市の奇跡は、確かに津波からそういう被害者が出な

かったと。そういうことでは確かに当たっておりま

すが、私たちのここ、いちき串木野市の現在の課題

は、わずか近いところでは６キロ、遠くても20キロ、

このＵＰＺ内の20キロ圏内の避難のことで、釜石市

のときのような津波だけの問題ではないわけです。

放射能の危険、それがありますので、釜石市の奇跡

は、お言葉を返すようですが、余りこの避難計画、

特にこれは原子力防災というふうにちゃんと表題に

も書いてあります。そういった意味では、ちょっと

違うんではないかなと思いますが、いかがでしょう

か。 

○市長（田畑誠一君） 津波とそれから原子力の話

で、確かにおっしゃるとおりです。ただ、私は、釜

石市の場合は津波ですけれども、お互いが危機意識

を持つという例で挙げさせていただいたんですが、

おっしゃることはよくわかります。そのように御理

解をいただきたいと思います。 

○２番（田中和矢君） それでは、具体的に、この

ガイドブックに沿って、全部を聞くわけにはいきま

せんので、一番気になるところをあれしますが、昨

年の６月19日から20日に、３カ所で避難計画説明会

が県のほうでありましたが、そのときに市民・住民

から示された不安や危惧、どのようなことを心配さ

れているというふうに認識し、それをこのガイドブ

ックにどのように反映されているのかをお聞きしま

す。 

○市長（田畑誠一君） 昨年の説明会で、避難計画

の住民説明会で述べられたのをまとめてみますと、

避難ルートに対する不安感。それから、避難所が風

下になった場合の対応をどうするのか。それから、

避難所にみんな収容できるのかと。それから、避難

先の病院について把握しているのかと。それから、

入院患者、それから福祉施設入所者の避難は大丈夫

なのかと。こういった御意見が主でありました。 

 まとめて言いますと、避難行動要支援者用に特に

光を当てたお話じゃないかと思います。ガイドブッ

クについては、これらをもとにガイドブックを作成

させていただきましたが、例えば、避難ルートに関

する場合、職員で現場へ行きまして、避難ルート等

について３ルートをそれぞれ設定をしたと。一例を

申し上げますと、そういうことであります。 

 そのような住民説明会での意見を踏まえまして、

今回、原子力防災ガイドブックを作成したわけであ

ります。ガイドブックは、市職員が避難先に出向き、

現地で調査した避難ルート、避難所の情報をもとに、

一つ、各避難所への避難経路として、それぞれ３ル

ートを設定したこと、一つ、避難所の収容人員の見

直しなどにより、避難所の変更を行ったこと、一つ、

避難先の医療機関の情報を掲載したこと等に加えま

して、県が実施する防護措置として、風向き等によ

る避難所の変更が必要な場合、または医療機関、社

会福祉施設に一時移転等の指示が出た場合は、原子

力防災避難施設等調整システムを活用し、避難先を

調整していく、などについて追加修正をして、その

ガイドブックを発行したところであります。 

○２番（田中和矢君） 市長の今の御答弁の中で幾

つか気になることもありますが、順を追って御質問

していかせていただきたいと思います。 

 避難ガイドブックの、原子力防災ガイドブックの

４ページに書いてあるモニタリングポストのことで

お伺いします。 

 これは、30キロ圏内に67カ所のモニタリングポス

トを設置して、24時間空間放射線量を監視すると書
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いてありますが、私たちがもし重大事故、これには

重大事故と書いてありますが、私はもうちょっと進

んで苛酷事故と表現させていただきますが、苛酷事

故が発生したときに、それぞれの地域から避難先が、

確かにずっと相当の分量でルートも書いてあり、信

号のことも書いてあり、いろいろありますが、避難

先の空間放射線量を知るためのモニタリングポスト

が避難先にないのではないかと思いますが、その辺

のことについては余りにも具体的なので、市長はそ

ういった細かいところまではわかられないのは普通

であり、当たり前だと思いますので、できましたら、

担当課長からお答えいただきたいと思います。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 避難先の

観測はどうするんだという意味かと思いますが、こ

れは固定型のやつが67カ所という意味ですね。固定

してあるやつが。このほかに移動できる車に車載し

たやつがあります。ですので、これは県内どこでも

回れるわけですから、そういうのを活用して、必要

に応じて場所をチェックしていくといいますか、観

測できる、そういうシステムになっております。 

○２番（田中和矢君） お聞きしましたのは、避難

ルートは、市長がおっしゃるように、一つのルート

ではなく三つに増やされて、ちょっと詳しくという

か、対処してありますが、しかし、避難先の放射線

量が高いところに、風向きやらいろんなことがあっ

て、そういうところへ逃げても全く意味がないし、

むしろ危ない、危険性が増すということもあります。

そういうわけでお聞きしました。 

 それで、次の５ページに書いてあるところで、ち

ょっとこれはあんまり細か過ぎるんでやめます。 

 一般的な話として、ここに書いてあることで、誰

が判断して、誰がそれぞれのその対処方法を指示す

るのかが具体的に書いてありません。その判断と指

示系統はどうなっているのか、お答えください。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 実際避難

する、しないとか、そういう意味の指示だと思うん

ですが、先ほど言いましたモニタリングポストがご

ざいます。ここで24時間365日ずっと監視されてお

りますので、この情報を県が今一元管理しておりま

す。この情報が、当然、原発事故がありましたら、

国のほうに一緒に流れていくわけですね。その情報

をもって、規制庁が具体的に、この市のこのエリア

の人たちは避難してくださいという具体的指示を、

その情報をもとにして指示を出すことになります。 

 で、この間の、25年度の国が関与したというか、

国が主催した防災訓練におきましても、実際この訓

練では、規制庁の田中委員長のほうで具体的に指示

が出されました。いちき串木野市の丸々地区の方は

避難してください。そういう情報がテレビ会議を通

して市長のほうに連絡が入ります。それをもって市

が広報をして、その地域の方々を移動させるといい

ますか、そういう形になります。 

○２番（田中和矢君） 規制庁、あるいは国、県と

いうふうに、指示が大混乱の中ではうまくいかない

場合もあると思うんですが、そういったことは、担

当部署としては、その指示が来るまで座して待つと、

じっとしているということでしょうか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 基本、先

ほど言いました、このいろいろな指示というのは国

のほうで出すということになっておりますので、ま

ず、もちろんその原則論は留意しながら、ただ、緊

急性を市長なりが判断すれば、また別な判断もあり

ますが、基本は今言いました。国がこういう情報を

もとにして判断する。それを自治体に伝える。で、

それを自治体が住民に伝える。このルートですので、

このルートは基本的にはこういう守っていくという

こと。 

 ただ、よほどの緊急性があれば、またそれは独自

の判断というのもありますが、基本はそういうこと

であります。 

○２番（田中和矢君） 苛酷事故、重大事故は時間

を選ばず発生するわけですが、市役所が勤務時間以

外のときの、そういったときの体制も十分検討され

ていますか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） このよう

な情報は私たちの個人の携帯にも入るんですが、実

際、この原子力に限らず、この間の雨がずっと続き

ました。で、大雨警報。あのレベルでね。まだ土砂

災害の前の段階ですが、あの段階でも、この間も夜

の10時に私のところにメールが入りました。それを
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もって、すぐここに集まりました。 

 ですので、そのように緊急を要するときは、とに

かく登録してありますので、担当を、市長も登録さ

れておると思うんですが、そういう意味で、必ずメ

ールが入るようになっていますので、そういうこと

ですぐ対処して、体制を整えていくというふうにな

ります。 

○２番（田中和矢君） いや、７ページの避難等に

関する情報伝達というところで、（１）でずっと出

ているんですが、その他の情報発信手段と。これは

何に当たりますか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 情報につ

いては、今書いてありますように、当然無線機とか

広報車、あとホームページがありますけれども、通

常、その他の発信となりますが、これはどんなのが

考えられるか。ツイッターとかいろいろというのも

あるよとなっています。例えば、ホームページの、

ツイッターを別につくりましょうとか、そういうふ

うな方法論も今言われていますが、当然こちらから

必要なところに応じては電話連絡と。例えば、施設

等については電話連絡とかそういうこともあり得る

んですね。例えば、こういうのが出ましたと。避難

の準備をしとってください。施設等、病院等ですね。

そういうことも含めてのその他ということですね。

いろんな種類が考えられると思います。 

○２番（田中和矢君） （２）の各種団体の避難指

示の伝達の件ですが、これはたくさんの伝達すべき、

連絡すべきところがかなりの数あると思うんですが、

これは一斉発信とかそういったことで既に準備をし

てありますか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 一斉とい

うことまではできておりませんけれど、ただ、その

所管の別ですね。例えば、学校関係であれば教育委

員会に、病院関係であれば健康増進に、福祉関係で

あれば、そういうふうに所管を分けてするのも一つ

でしょうし、そういうふうにそれぞれの所管をする

ところが担当して、その前に災害対策本部をつくり

ますので、この段階は、必ずもうつくっております

ので、そういう意味で、所管がはっきり分かれます

ので、そういう意味では、そういう防災会議でも本

部の所管課を使って担当していくということになる

と思います。 

○議長（下迫田良信君） 田中議員、一言ちょっと

注意いたしますが、防災ガイドブックについては、

また所管の課としっかりと話をしていただくのが大

事だと思いますけれども、通告に基づいて、本論の

中で質問を行っていただきたいと思います。 

○２番（田中和矢君） 避難計画の説明会が、何回

も何回も一番大事なことを既にやっていい計画が示

されておれば、私もこの貴重な時間でこういったこ

とをやりません。それをやっていただけない、やる

動きがない。この間、ほかの議員の質問のときにも、

７月の市政報告で説明をするとおっしゃいましたが、

16まち協の中でそれをやったにしても、仮に２時間

の説明会のときに、この避難計画に対する時間をど

れだけじゃあとれると、確保する予定ですか。 

○政策課長（田中和幸君） 通常、市政報告会とい

いますのは、１時間ぐらいの市長の、最大で１時間

ぐらいの報告、それと市政に関する質問事項、それ

のやりとりで約１時間ぐらいという２時間ぐらいの

構成になっているところでございます。 

 それから勘案しますと、市長さんのお話が、今回

の場合は結構いろいろとそういうような、防災ガイ

ドブックとかこういうのの説明なんかもあろうかと

思っておりますので、10分程度ぐらいが最大限割け

る時間帯かなというふうに思っております。 

 これにつきましては、各地域を特定した形で説明

をしていただくような形で、今事務方、話をしてい

るところでございますので、ピンポイントで説明し

ていただければというふうな形で、今相談をしてい

るところでございます。 

○２番（田中和矢君） 今おっしゃるとおり10分程

度と。この避難計画のガイドブックを一般の家庭に

配布されておりますが、これを読んでわかる人とい

うのはほとんどおりません。何のことかさっぱりわ

からないし、読んでもわからんから読んでいないと

いう方もいっぱいいらっしゃいます。 

 ところが、非常に大事なことなんで、これはぜひ

特別に、市政報告会とは別に、やはりこの説明会を

開くべきだし、そういった予定は、市長、考えませ
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んか。 

○市長（田畑誠一君） まず、今度、市政報告会を

始めさせてもらいますが、さっき言いましたとおり、

大体毎年２時間ぐらい予定しておりますけど、実際

は２時間半ぐらいになるのが実態です。７時半から

始めて、どこの会場も大体10時過ぎないと終わらな

いというのが普通ですので、そんな中で、市政全般

について話すわけですけれども、今回は、特にその

ガイドブックの説明につきましては、主な点を、今

課長が申し上げましたとおり、一応10分程度ぐらい

設けようと思っています。で、その地域に合った部

分を中心にして話をするというふうにしていこうと

計画しております。 

 で、今後やっぱりいろんな機会がございますので、

また出前講座なんかもさせてもらうし、いろんな機

会を捉えて説明にこれ努めたいというふうに思って

おります。 

○２番（田中和矢君） 今申し上げたような理由で、

私はあえてこれに時間をかけてやっているわけです

が、当然私の持ち時間45分ではとても、ほかのもあ

りましたし、たしか30分とったつもりで話をしてお

りますが、残りももうこんな時間です。 

 ことほどさように、これは大事なことであり、重

要なことであるにもかかわらず、具体的なことが書

いていないんです。だから、余り細かいことは、今

後時間もないんで差し控えますが、例えば、屋内退

避のことで、その前に、警察署等への協力要請とあ

りますが、警察の協力を要請する。これは具体的に

は何なんですか。私のほうからもう先に、勝手に逃

げないように規制するという意味も含まれておるか

どうか教えてください。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 警察の主

な役割といたしましては、特に避難時における交通

整理といいますか、交通誘導というのは、これは大

きな業務です。ですので、まずは、皆さんが渋滞す

る。戸惑う。そこに警察が誘導する。場合によって

は信号機を操作して、流れをスムーズにする。これ

が県警の主なる業務、そういう意味の協力依頼です

ね。私たちではできないジャンルですね。それを警

察にお願いするということです。 

○２番（田中和矢君） 串木野警察署は、現在、何

名の署員がいますか。答えられなくてもいいです。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） この警察

というのは、もう全県下になりますので、串木野警

察署だけという意味ではございません。必要であれ

ば、例えば、こちらに集中投下する。例えば、ほか

の部署といいますか、署から応援を求められる。例

えば、本庁からも来ていただく。そういった体制で、

必要に応じて人数を配布されるというふうに考えて

います。 

○２番（田中和矢君） それで、その人数で今警察

署の役割を果たせるとお考えですか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） その辺の

判断は警察のほうでなされると思うんですが、いず

れにしろ、そういうことは警察としても最大限、住

民避難ということについては全力を尽くすというこ

とになりますので、そういう意味では、先ほど言い

ました、必要なところに必要な人員を配置する。そ

れは、だから、いちき串木野市警察署内にとどまら

ず、必要なところを県警として判断して配布される

というふうに思っています。 

○２番（田中和矢君） それでは、市民等からの問

い合わせ、これに対応する専用電話を備えて、窓口

の設置、人員の配置等を行う。これはもう具体的に

答える必要はありませんが、電話の台数やら人数は

確実に十分対応できるとお考えですか。パンクする

のではないですか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） その事故

の状況にもよりますが、例えば、市で対応できる状

況なのか。つまり、ここも移動する状況なのかによ

って若干違ってきますが、基本、窓口は県のほうで

やりますということになっています。県庁ですね。

ですので、そういう意味では、県庁のほうである程

度余裕を持って対応していただけるというふうに考

えております。 

○２番（田中和矢君） これも大事なことなんで、

ぜひお聞きしたいんですが、市外に勤務している住

民が、市内の幼稚園、保育園、学校等に子どもがい

て、そこへ、これを後を読んでみますと、父兄が迎

えに行くということになっていますが、原発の方向
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に、例えば、伊集院のあっちにいたり、いろんなと

ころにお勤めの方が逆行しませんか。とても迎えに

行くことは難しいと思いますが、パニックになりま

せんでしょうか、逆流・逆行して。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 迎えに行

くというタイミングからすると、今ガイドブックに

あります、５ページ、６ページのこの初期の段階で

すよね。まだ放射線の漏れるずっと以前の問題で、

子どもたちを親に引き渡すという段階ですので、ま

あ、事故の状況にもよりますが、基本はそういう体

制ですので、それは放射線が漏れている中で右往左

往する。そういう段階で引き渡しましょうというわ

けではないので、あくまでももう本当の大地震があ

りました。原発が停止しました。そういう段階での

引き渡しですので、そこから、この前の福島県の原

発事故も、津波が襲来してから24時間後に、実際か

なり影響があった放射線が漏れています。となりま

すので、そういう意味では、引き渡しで余裕がない

というのは、時間的に、ということにはなかなかな

らないだろうと思っています。 

○議長（下迫田良信君） 田中議員、一般質問を通

告に基づいて深めていただければ、詳細については、

またあなたが違う場で担当課に伺ったらどうですか。

ガイドブックの説明じゃ今日はないですからね。 

○２番（田中和矢君） 説明を受けているわけでな

くて、市民が、住民が不思議に、あるいは不安に思

っているところを質問しているんです。説明を受け

るんならば、１ページからずっと説明してもらわな

いといけない。私はいろんな方とお話しして、不安

に思っていること、こういうことを聞いてくれと聞

き取った上で、議会でこうしてお尋ねしています。 

 それで、なるべく細かいことは避けて、大きなと

ころで質問いたしますが、屋内退避の問題です。も

し待ち切れず避難を我先にした人は、公的支援は受

けられないということになるんでしょうか。 

 だから、時間を節約するために続けていきますが、

避難先を何らかの理由で、それぞれの方の理由で、

指定された避難先、つまり元町は指宿市にと、そう

いったところ以外に避難した人についての公的支援、

これは賠償という意味ではなくてです。例えば、食

料とか毛布とかそういったこと、それはどのように

なるんでしょうか。避難先の指定以外の場所に逃げ

た方の対処です。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 指示前に

避難した場合、その人は公的支援がもらえるのかと

いう、まず御質問でありました。それは、まず自主

判断で逃げられるということですので、そこは公的

支援というのはどのようなことになるのか具体的に

わかりませんが、例えば、交通誘導があるのかない

のかとかそういうことかもしれませんけど、要は、

その段階はあくまでも自主的な判断でなされますの

で、それはここに指示があってと同様の公的支援と

いうのは、なかなか難しいところがあるのかなとは

思います。 

 が１点と、それから、この避難先避難というのは、

あくまでも目安です。目安といいますか、通常、私

は、目安というのもおかしいですが、私は、例えば、

霧島市に親戚がいるから霧島市に逃げたい。これは

自由なんです。できるんですよね。可能は可能なん

です。これはあくまでもない方、そういう方がない

方のためにといいますか、そういう一つの場所とし

て示してありますが、私は親戚のところに行きたい

と言われれば、それは自分の判断として可能です。 

○議長（下迫田良信君） 田中議員、基本的には、

一般質問は、市長に対して市政全般について質問を

することが一般質問でありますから、まあ、今のこ

とも大事でしょうけれども、そのような観点から質

問を行ってください。 

○２番（田中和矢君） 国会でも総理大臣が答えら

れないときは担当大臣が答えますよ。それから、場

合によっては後ろから、何ていうんですか、官吏が

示したり答えたりするじゃないですか。私は市長に

全てのこと、こういったことを答えを求めるという

のは酷だと思っているから、市長には聞かずに、も

うだったら、私は「市長、お答え願います」と言い

ますから、振っていただければいいと思います。ど

うぞ。(｢市長との政策論争だよ」と言う声あり）政

策じゃないです。避難計画を。(｢市長が答弁できな

いから課長が答弁するんだよ。」と言う声あり）い

や、ちょっと待ってください。議長、後ろから私に
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対していろいろ言う人がいますが、こういう権限は

あるんですか。(｢あんたがおかしいから言っている

んだよ。」と言う声あり）おかしくないですよ。 

○議長（下迫田良信君） 静粛にしてください。質

問を続けてください。 

○２番（田中和矢君） 議長がこういう発言のとき

にはちゃんと交通整理してください。自治法の133

条あたりに、そのようなことはきちっと書いてあり

ます。 

 では、質問をもう１回繰り返します。 

 避難、一時移転、こういったときに、いろんな方

が、市長がいつもおっしゃる公助ではできないとこ

ろがあるので、自助、共助でしっかりと、共助を特

にまち協とか地域でやるようにということですが、

この避難のときに活躍すべき、いや、すべきという

かしてくれるであろう、ともしびグループ、お年寄

りの、それから民生委員、自治会長、こういった

方々は、自分にも家族がいるし、要援護者がいる。

そういった方は本当にこれが実際に稼働しますか。

機能が働きますか。市長、どうでしょうか。市長に

通してお聞きしますので、あとはどうぞ。 

○市長（田畑誠一君） 避難のとき、特に気配りを

しなけりゃいけないのは、田中議員がおっしゃって

いるように、やっぱり要支援者の方を守れるかとい

うのが最重点だと思っております。 

 それなら、要支援者の方に対する対策として、一

例として申し上げますが、現在、個別避難計画の作

成に努めております。そして、国、県の協力のもと、

福祉車両及び自衛隊の車両等を活用して搬送する計

画としています。 

 また、例えば、一番近い羽島の例を申し上げます

と、羽島地区では緊急時に即時避難が困難な避難行

動要支援者等を安全に避難させるため、羽島交流セ

ンターの２階部分に放射線防護機能を付加し、一時

的な屋内退避施設の確保を行うこととしております。 

 現在、御承知のとおり、原発から10キロ圏内の防

護措置施設の対象となっていますが、今後とも、交

流センターや社会福祉施設等の放射線防護対策の実

施のための要望を続けていきたいと考えております。 

○２番（田中和矢君） どんどん先に進みます。 

 避難先の受け入れ態勢ですが、先に同僚議員から

も質問がありましたが、私はもう少し具体的に話を

させていただいて、指定されている避難先にあちこ

ち妙なふうには聞きませんが、実際にお聞きしてい

ます。どのような準備ができていますか。余り私が

聞いたところでは、私たちが期待しているような状

況ではないと思いますが、いかがでしょうか。避難

先の対応です。 

○市長（田畑誠一君） 避難先のいわゆる受け入れ

態勢だと思いますが、昨年、避難計画書を作成をし、

受け入れ先の自治体に配付した際に、自治体間にお

いては避難計画へ協力・支援についてしましょうと

いうことを確認をしております。 

 また、再度避難所の検討を行った際も、収容人員

等について受け入れ自治体と協議し、避難所の変更

に至った経緯もあります。 

 今後も受け入れ自治体との協力体制を築きながら、

緊急時の連絡調整、交通誘導、避難所の開設・運営、

要配慮者等への健康状態への配慮など詳細な対応の

あり方について、さらにまた今後も協議を進めてい

くこととしております。 

○２番（田中和矢君） この説明の中で、もう時間

もなくなってきましたので、どうしても聞きたい分

だけ聞きたいと思います、お尋ねしたいと思います

が、10ページとかあちこちでよく出てくる文言です

が、県が整備した原子力防災避難施設等調整システ

ムと。きのう、今までの２日間のこの原子力の避難

計画のときにも、この言葉でいつも終わられますが、

これは、県が一元管理しているこの調整システム、

これをちょっとわかるように説明していただきたい

んですが。もういつもこの文言で、字面のとおり、

これを言われて終わりになっていますが、どうして

もここが聞きたいです。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 県のほう

では、30キロ圏内の住民、または福祉施設、病院を

方向別の人口、５キロ圏内にはこの方向に何人、ず

っとそういうデータをとられました。で、当然、こ

の30キロ圏内の方向別のまた病院の内容、例えば、

病院も精神科があれば産婦人科も、いろんな病院が

ある。そのジャンルごとにずっと調査されました。
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このデータをもって、今度は県内全体のまた病院、

福祉施設のデータもとられたんですね。何人、どう

いうジャンルの施設がどこにあるか。それらを全部

一つの情報として中に入れられた。 

 で、それで、例えば、いちき串木野市のこの10キ

ロ圏内のこの方向性に何人いらっしゃるが、この人

たちが南薩に逃げられない。で、この人たちが逃げ

られない場所を、例えば、北薩地区のこの地区にな

ったら、何人入る収容がどこどこあるよと。こうい

うのをすぐ検索できるシステム。 

 それはさっき言った福祉施設も病院も全く一緒で

す。こういうジャンルの病院の方々が30名逃げるん

だけれども、同じジャンルの病院が、この風下でな

い方向にどういう施設があって何人収容できるかと。

そういうところの情報を全てこのシステムの中に入

っている。それでもって振り分けていくという、そ

ういうふうな、イメージ的にはそういうふうな格好

になります。 

○議長（下迫田良信君） 田中議員、ちょっと。 

 暫時休憩します。 

             休憩 午後２時29分 

             ───────── 

             再開 午後２時30分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に続いて、会議を

再開します。 

○２番（田中和矢君） スクリーニングの問題とか

非常にたくさんまだまだありますが、議長の指示で

すので、一応今日のところは従います。だけど、も

う少し、あと10分５秒残っておりますので、お聞き

したい部分がありますので、だめなときは随時やめ

させてください。私はいいと思っていますが、見解

の違いですので。 

○議長（下迫田良信君） 静粛にしてください。

(｢はい、わかりました。議長の指示に従います。」

と言う声あり） 

○２番（田中和矢君） それでは、このバスの問題。

自分の車で逃げられない人は、それぞれの地域で集

合場所というのがあって、２日前の同僚議員の質問

に、この集合場所の指示は誰がとるんだということ

でしたが、市職員ということですが、集合場所はた

しか67カ所あるんでしたっけ、47カ所でしたっけ。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） バス避難

集合場所は117カ所です。 

○２番（田中和矢君） 思っているより３倍ぐらい

多いんですが、市の職員がそれに一人ずつ当たって

も、117人要るんですよ。で、そこの集合場所に一

人で対応できますか。そのつもりですか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） この前の

御質問もありましたけれども、この集合場所での指

示は、バスで避難する方々を誘導する職員が必ずバ

スには乗車いたします。その職員が避難集合場所で

の避難の方々に対応するというふうに考えておりま

す。 

○２番（田中和矢君） 117カ所に仮に１台ずつ行

って117台いますが、バスは117台確保できるつもり

ですか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） バスの台

数は、私どもの一応試算では、65台程度だろうとい

うふうに考えているところです。何集落を一緒にこ

う回って１台に乗せるという意味ですので、そうい

う意味では、バスは65台程度ですが、その確保はど

うするかということですけれども、今現在、実際、

今、県のほうがバス協会さんといろいろこう条件と

いいますか、そういうことを今なさっていらっしゃ

いますので、そういう意味では、一応県と協会との

協議を注視しているという状況であります。 

○２番（田中和矢君） バスは一人では動きません。

運転手はどうなりますか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 今言いま

した、そのことも含めて、今協議をされております

ので、ですので、バスの手配及び人員の確保、ここ

も含めて、今、県と協会が協議をしているというと

ころであります。 

○２番（田中和矢君） ＵＰＺ圏内、20キロ圏内で

23万人がおりますが、ちょっと無理ではないでしょ

うか。これは返事は要りません。 

 それと、議長の指示に従いまして、次に、後段の

ヨウ素剤配布の件に移ります。 

 ヨウ素剤は現在どこに保管されていますか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 市民に対
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するヨウ素剤は、丸、丸、まあ丸ですね。これが３

歳以上を対象になっていますけれども、これを今、

市の庁舎のほうに６万3,000丸一応保管しています

が、３歳未満の乳幼児用は、これはそのときにしか

調製できないということがありまして、これはやは

り劇薬とされておりますので、やっぱりある程度の

資格を持った人でないと調製できないということで、

今これについては伊集院保健所に本市の分も含めて

保管されています。 

○２番（田中和矢君） ヨウ素剤は、原子力何委員

会でしたっけ、(｢規制」と言う声あり）規制委員会

が発表しています。これは文書によってですが、お

読みになったことはありますか。８時間以内にヨウ

素剤を飲んで40％の効果。これには具体的に書いて

ありませんけど、16時間以降は効果はゼロと書いて

あります。間に合いますか。合う予定ですか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 事故の状

況等を踏まえて、そういうのも含めて、この服用の

タイミングというのも規制庁のほうで判断するとい

うふうになっていますので、そういう意味で、モニ

タリングポストの情報もですけれども、そういう服

用のタイミングも規制庁のほうで指示するというふ

うになっていますので、そういう意味では、そうい

うタイミングを逸しないように指示が出るものとい

うふうに思っております。 

○２番（田中和矢君） 県のシミュレーションでは、

わずか30キロ圏外に避難する時間で28時間45分かか

るとシミュレーションしています。そういったこと

をあわせ考えるとどうでしょうか。もう答えは要り

ません。 

 それから、３歳未満の乳幼児は、丸薬は服用させ

ない。これは粉末にするそうです。そして、苦いか

ら何か甘いものを混ぜて飲ますと。そういうふうな

ことまであるんですが、そういったこと。この案内

書には薬剤師などと書いてありますが、薬剤師と医

師がこの人数、いちき串木野市でもう確約されてい

ますか。確保されていますか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 緊急を要

する場合、これは薬剤師等というふうに表現があり

ます。等の中に、例えば、緊急を要する場合は、場

合によっては保健師さんとか、そういうこともあり

得るというふうに一応解釈ではなっておるようです。

ですので、やはりこれも薬剤師さんというのは、一

つの県の方々が集めてされるところがあるんですが、

いずれにせよ、そういうふうに薬剤師等となってい

るところにそういう幅を持たせて、人数はそのとき

に対応できるように、薬剤師に限らずという意味で、

保健師さん等も場合によってはやりますよと。それ

で対応したいということであります。 

○２番（田中和矢君） 胎児、子どもたちは発がん

影響への感受性が高いとなっています。これは一般

成人の、一般論ですが、何倍の感受性があると認識

していますか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 私もちょ

っと専門家ではございませんので、細かい数字はち

ょっとわかりかねますが、一般的に、私たち成人よ

りは感受性が高いということはお聞きしていますが、

具体的に何倍かということは、ちょっと私も把握し

ておりません。 

○２番（田中和矢君） 実は、400倍から600倍と言

われています。２倍や３倍じゃありません。胎児を

防護するための妊婦の方の服用も大変大事です。 

 それから、副作用についても、相当な副作用がこ

の案内書にでさえも書いてあります。書きたくない

でしょうけれども。個々人の体質による副作用を具

体的に相談したり、そういった聞き取りもしておく

必要はありませんか。 

○まちづくり防災課長（久木野親志君） 今の御質

問のとおり、特定の病気といいますか、ヨウ素剤と

いいますか、そういうのに反応する、過剰に反応す

る方々もいらっしゃいます。 

 で、こういう方々が、通常そういう症状のという

か、症状があれば、事前に一番言っていただくのが

いいのは、お医者さんに御相談していただいて、私

は飲んで可か不可かというところを判断していただ

ければ一番いいんですが、いずれにせよ、そういう

方が実際いらっしゃることは想定はされております

ので、やはりそういう人たちは、今の段階では、自

分のこととして、またお医者さんに事前にこう御相

談いただくのが一番安全かなというふうに思ってい
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るところです。 

○２番（田中和矢君） 今言いましたことも含めま

して、やはり特異体質、そんな極端じゃなくても、

甲状腺異常でチラーヂンを飲んでいる人の数、そう

いったものもお聞きしようと思っていましたが、急

に答えられない。数字は私は聞かないというふうに

聞き取りのときに言っていますので聞きませんが、

甲状腺機能が異常がある方は相当数いらっしゃると

思うんで、それと安定ヨウ素剤を服用してはいけな

い、こういう人もいるわけですね。具体的にはもう

言いません。時間もありません。 

 安定ヨウ素剤を慎重に服用する必要のある方、そ

れから薬剤を、具体的に書いてありますが、ここに

薬名を書いてある、こういうのをかねがね飲んでい

る方は、相互作用を起こす可能性があるから注意し

ろと書いてあります。これを具体的に担当課長に聞

いても、私もわかりませんし、課長もわからないと

思うんで聞きませんが、こういったことがあるとい

うのを市民・住民に十分に周知徹底しておかないと、

大変なことになります。化学薬品を口に入れたら、

普通の食物じゃないですから、大変な事態が、ショ

ックが起こったり、それが理由で、放射線じゃなく

て、それが理由で死に至る場合だって言い過ぎでは

ないぐらい起こり得ると思います。 

 で、何が言いたいかというと、住民説明会をして

くれと。避難計画の住民説明会をしてくれと今まで

も私も何回も申し上げましたが、それはやる気がな

さそうで、いい返事はもらえませんでした。 

 だから、だから、皆さんに周知してもらうために

は、７月から市政報告会をされますが、それでは、

先ほど答弁がありましたように、政策課長があった

ように、10分程度か15分程度、仮に倍としても、20

分程度しかとれないと思います。 

 また、市政報告会を聞きに来る方というのは、自

治会長、それから民生委員さん、いわゆる各地域の

指導的立場にある人ではありますが、その方々が仮

に、仮によくわかったとしても、自分の自治公民館、

そういった方によく説明ができるかと。で、実際問

題、マンパワー的にやれるか、やるかということも

あります。ですから、これは再稼働を前に絶対にや

っておかなければいけないことだと思います。 

 ですから、提案ですが、市政報告会ではほかにも

重要なことがあって、市長もその説明だ、方針をお

話しされるでしょうから、せっかく防災無線がある

わけですから、防災無線を使って、各戸に一応建前

上は配置してあるわけですから、もちろん聞きたく

ない人は聞かないでしょうけれども、防災無線を使

って、私は２時間や３時間はかかると思いますよ、

これを本当によくわかるようにするためには。それ

は市長の役目ではなくて、担当のまちづくり防災課

長がそういった機械を使ってやられるように期待し

て、お願いもまた含めて、お話ししたいと思います。 

 最後に、先日、日本国の総理大臣を５年間にわた

って務めた小泉純一郎前総理大臣の講演を聞きまし

た。八百五、六十人の方が見えていて真剣に聞いて

おられましたが、具体的に細かいことは言いません

が、そのときに私にとって印象的だったのは、小泉

元総理大臣は本当に心から反省をしているというこ

とでした。自分は間違っていたと。で、だまされて

いたというような言葉もあり、まあ、それは話半分

としましても、本当に小泉さんは、これを今大変な

問題だということがわかった以上は、国民が、ある

いは市民が、住民が、自分のこととして真剣に考え

るべきであると。そういったことを一国の総理大臣

がおっしゃいました。 

 私は、今まで少し諦めかげんなところもつい最近

はありましたが、６月４日の講演を、何人ものこの

市議会議員の方も見えていましたが、それで、一般

質問、おとついだったか、同僚議員からありました

けれども、やはりこの話は真剣に聞くべき、聞き過

ごすというか、そういったことではいけないと思い

ます。本当に市の職員も執行部も市長も副市長も教

育長も、このことを真剣に考えていただきたいと思

います。 

 これで私の質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（下迫田良信君） ここでしばらく休憩をし

ます。再開は、午後３時といたします。 

             休憩 午後２時45分 

             ───────── 
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             再開 午後３時00分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 次に、平石耕二議員の発言を許します。 

   ［４番平石耕二君登壇］ 

○４番（平石耕二君） 私は通告に従いまして質問

をいたします。 

 本市消防行政に関しましては、近くは平成25年12

月議会から26年９月議会、27年３月議会で議論がな

されております。その主な内容は、市来分遣所に対

する今後の取り扱いと広域消防化についての件にな

っているようであります。 

 私は、今回、今ほど申しました３議会においての

市長の御答弁と議会が開催いたしました市民と語る

会においての市民皆様方の御意見をもとに、市来分

遣所のありようについて質問をいたしたいと思いま

す。 

 平成25年12月議会において、市長は、分遣所は本

署から比較的近距離にある。遠隔地の市民から見る

と、救急入電から現場到着までの所要時間の遅延な

ど、住民サービスの公平性に差異がある。分遣所は

１隊出動すると不在になることが多々あるが、統合

した場合、消防業務全般の専門化、効率化が図られ、

市民サービスに直結するメリットが考えられる。建

設以来30年経過している分遣所は老朽化が進み、タ

ンク車も更新時期を過ぎ、さらには消防・救急デジ

タル無線化に係る経費など、分遣所の維持管理に今

後多額の財政的負担が看過できない。これらのこと

を勘案して、分遣所の存廃については検討する時期

に来ていると御答弁されております。 

 また、本年３月議会での御答弁は、48名の陣容を

組織力、機動力を強くするためにどうしたらいいの

か。増員が難しい今、消防本部事務と消防署業務の

分担により、48名が一緒になったら強化されるので

はないかということで、分遣所の統合についてお願

いをしているとの内容であります。 

 市長の御回答を読む限りでは、考え方は分遣所廃

止の方向へ動いていると解釈せざるを得ません。幸

いなことに、３月議会での御答弁の中に、市来地域

の皆さん方の御理解を得なければならないとの御答

弁がありました。 

 ところで、私たち市議会は、去る５月25日から30

日まで、３班に分かれて市民と語る会を開催いたし

ました。私の属する班は、市来地域では５月27日に

川上地区を、５月28日に川南地区を担当いたしまし

た。 

 まず、川上地区において、分遣所をなくす、なく

さないで話題になっている。分遣所建屋が約30年余

りたっているが、本署も年数はさほど変わらない。

統合するとなれば、訓練場所も仮眠室も狭い。例え

ば、市民グラウンド周辺に移転するなど、消防行政

の将来を見据えた基本的方針を示さないと決着しな

いのではないかとの御意見がありました。 

 また、川南地区では、地区９公民館反対である。

人材確保、適正配置、消防行政はどうあるべきかも

含めた説明が欲しいとの御意見や、市来地域は中心

地は海抜も低く、救急も含め、いざというときに消

防は不可欠である。将来的な全体像を示しながら、

分遣所をどうするのか、これを機に行政と地域の連

携をとりながら、本市の安心・安全を議論してほし

い旨の御要望がありました。 

 市長は市政報告会等によりこれらの御意見を耳に

され、そして説明に回っている職員等からも報告を

受けておられることと思います。 

 私は、市長の本年３月議会までの御答弁と我々議

会が５月に実施した市民と語る会での地区住民の御

意見を聞くに介して、多様化する災害に対して敏感

になっている地域住民多くの方々が、分遣所が近く

にあるということで今まで安心感を得ていたが、も

しもこれが自分たちの意思に反して遠くに移るとな

れば、人間誰しも不安になるのは当然のことである

と思えてなりません。 

 分遣所を統合ありきではなくて、市来地域住民の

御理解を得るために、まだまださまざまな施策の検

討をなされるべきであると強く思った次第でありま

す。 

 市長の御見解をお伺いいたしまして、ここからの

質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 平石耕二議員の御質問にお
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答えいたします。 

 本署と市来分遣所の統合問題については、これま

で議会でも御説明をしてきたとおり、数年前から配

置職員の不足や出勤・出場の体制の不合理が顕著に

なってきております。 

 消防職員は、合併時は45人、平成18年４月からは

48人体制ですが、来年からは合併特例措置終了によ

る地方交付税の減額など、今後ますます厳しくなる

財政状況のもとでは、消防職員といえども増員は難

しい状況にもあります。 

 このため、現在の48人の組織力を最大限発揮する

最も効果的な対応策が分遣所の統合であると考えて

おります。 

 ちなみに、これまで市民の皆さんの御協力、議会

の皆さんと一体となって行政改革を進めてまいりま

した。合併以降、一般職員は63人削減をしています

が、消防職員につきましては、合併時より３名増の

48人体制を堅持し、消防資機材の充実にも取り組ん

でまいりました。 

○４番（平石耕二君） ただいま市長が御答弁くだ

さいました。先ほど申しましたように、３月までの

お考えと全然内容は変わっていないというふうに思

った次第でございます。 

 私は、この３月までの議会で、さもありなんと申

しますか、思っておりましたけれども、この５月の

市民と語る会で回ってみて、いや、これは大変なこ

とだと。今申しましたとおり、人間、安全であった

ものをなくすると言われたら、これは大変なことだ

と私は思います。 

 それで、私たちが回った川上地区、川南地区だけ

かなあと、こういう御意見があるのが。ほかの班の

ところを調べてみたら、それは厳しいやっぱりもの

がありますね。 

 例えば、一例を申しますと、市長は分遣所の統合

を既成事実のように進めているが、議会はどのよう

な判断か。市来地域の住民としては、合併時のいき

さつや防災の観点から残してほしいとか、それは細

かいことはまだありますけれども、分遣所のことは

決まってからでは遅い。市長の、市来の議員だけで

なく、串木野の議員にも聞いてほしい。市民の生命、

財産を守る役割があり、統合することが効果的と言

われたけれども、地域にあるほうが効果的である。

救急にしても１分を争うような役割になっているの

で、島内にあったほうがよいというようなほかの班

では御意見もあったようでございます。 

 先ほど質問の中にもありまして、申しましたけれ

ども、市長はこういう御意見を耳にされている。そ

して、説明に回っている。あるいは、消防、総務、

副市長も回っておられるかどうかわかりませんけれ

ども、その職員等から、説明に回ったけど、こうい

う状況ですよということを聞かれていると思うんで

す。 

 例えば、我々の川南地区では、消防が説明に来た

いと言うてるけど、会わないんだと。そういうこと

も、みんな行かれた方は聞いております。抜本的な、

ただ、消防の職員、行政の側の意見だけを持ってく

るんじゃなくて、抜本的なそういういろんなどうあ

るべきかということまで含んで聞きたいんだと。だ

から、消防だけのことを言うのであれば、来なくて

結構ですよと。聞く必要はないということまで言わ

れております。 

 市長はこういう御意見を耳にされているんでしょ

うかね。その上で、今、３月までの答弁のままのふ

うになっているんでしょうかね。ちょっと聞かせて

くださいませんでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 市民の皆さんの安全を守り、

消防・救急体制の充実強化を図ることは、市政の大

きな課題であります。と同時にまた、平石議員もよ

く心得ておいでであられますが、市民の代表である

議員の皆さんと私ども一緒になって、限られた財源

を効率的に活用して、健全財政を堅持していくとい

う大きな責務もあります。 

 分遣所の統合は、現在の陣容を最大限活用させる

ことで市全体の消防力、救急対応力を向上させるこ

とになると考えていますが、それには広く市民の皆

様方の理解を得ることが大切だと考えております。 

 そのため、これまで市議会や市政報告会、市まち

づくり連絡協議会をはじめ、各地区単位での説明会

を行い、要望のあったところについては自治公民館

単位での説明会を行い、理解を求めてきたところで
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あります。 

 今、平石議員がお述べになった件について、私も

少しはお聞きをしております。また同時に、川南、

川北地区をはじめ、説明をしたいと。それは大所高

所からのお考えでしょうけれども、おっしゃること

はわかりますが、ちゃんとした市政全体を示してこ

んかと。それでないと会わんよとおっしゃるわけで

すけれども、大所高所から大変ありがたい意見だと

思いますが、今この消防行政のあり方について、最

大限どうすればいいかということを説明を聞いてく

ださいというお願いをしているんですけど、現段階

では拒否されているという状況でありますので、よ

くお聞きをして、また、皆さんの御意見もちゃんと

お聞きをして、そしてお互いが理解を深めることが

大事だと思います。 

 で、そういった方向でちゃんと説明もし、また御

意見も伺って、もう一遍言いますけど、お互いがや

っぱり理解を深めるということで見出していかなき

ゃいかんと。それは思っております。 

○４番（平石耕二君） まあ、市長のおっしゃるこ

とは重々わかります。わかります。だけれども、繰

り返すようですけれども、今までで安全であると安

心感を持っていた、そういう施設が近くにあった。

それをただ、いわば財政的に、今おっしゃったよう

に、財政的な事情とかそういうことによって引き揚

げますよということになったときに、やっぱり私は、

これは市長、大変なことなんじゃないかなというふ

うに思います。 

 この行政側からもらった、当局からもらった消防

署、市来分遣所統合に関する検討課題というのが出

ておりますよね。これを見たときに、消防の側から

の、分遣所を統合するための消防の行政の側からの

ことしか書いていないように私は思います。 

 そして、２番目に、分遣所統合により期待される

効果として、市民全般が、統合をしたら、確かに市

民全般の安心・安全につながることであると。こう

いうところを見れば、例えば、救急車の２台、３台

同時的な出動要請にも迅速に対応できる、重篤患者

の救急要請に常時二人の救急救命士が出動できる、

心肺停止事例等での救命率や社会復帰率の向上につ

ながるということを書いてあります。 

 だけど、その前に、今ほど申しましたように、解

決してからこのことを図るべきじゃないかなと。こ

れはあって当然なんです。こうなければいかんわけ

ですよ。当然のことだと思います。 

 私は、あくまでもこれを読んだとき、これを読ん

だときに、議会の議員の洗脳もこれでされるのかな

あというふうに思ったですよ。というのが、よかこ

っばっかりしか書いていないわけです。市民の側か

ら、市民のそのなくされる側の、例えば、市来地域

の人たちはどういうふうに考えているけれども、こ

れにはじゃあどう対処しようかということを検討さ

れた跡が見えないんです。 

 私は、市長、やっぱりこれはもうちょっと熟慮さ

れるべきじゃないかというふうに、私はそのように

思います。 

 次に、退職職員の活用についてであります。 

 市長は、人の命は地球より重い、人間社会の最も

尊厳する一番の宝であり、市民の安全・安心を守ら

ねばならないと御答弁されております。 

 そのために、職員48名の力を結集して、最大限に

引き出すことに工夫をされた。その結果が、今申し

ました議会での御答弁に至っているものと察する次

第であります。一生懸命に検討した結果が今の結果、

この答弁であるというふうに思っておりますが、一

般行政職においては、専門的な業務について、退職

者を定数外の嘱託員という形で活用されております。

であるならば、同様に消防職退職者も、現役時の豊

富な知識を発揮し、就業できる分野があるのではな

いでしょうか。職員は、基準に満たない48名という

人数で、一生懸命に今以上の工夫ができないくらい

ぎりぎりのやりくりをして勤務している状態である

と私は思います。 

 ほかの消防本部では、退職者を活用しているとこ

ろもあると聞いております。そこで、職員48名プラ

ス退職職員とした場合に、現役職員の業務等を含め

て、活動の範囲、日常の活動の範囲が広がるのでは

ないかと考えます。市長の御見解をお聞きいたしま

す。 

○市長（田畑誠一君） 市来地域の皆さんのお気持
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ちもよくわかります。仮に統合した場合、ちょうど

濱田屋伝兵衛さんかな、あのあたりがちょうど真ん

中になるみたいですね。だから、あれからこちらの

方は近くなるわけですね、統合した場合。その次の

問題に入っておられますが、あれから向こうの方々

は、これは少し遠くなるんですよ。 

 そういう実態もありますから、よく気持ちはわか

るんですが、これは平石議員も御存じだと思うんで

すけど、実際は、ちょうど合併して10年になります

よね。合併のときは、１年間、合併の協議をずっと

進めてきました。よく御存じだと思います。部長、

消防長もされてこられたから。 

 その中で、実は、そのときは一つ一つ問題を詰め

てきておったんですけれども、この分遣所問題に関

しましては、御存じのとおり、合併直前１カ月、２

カ月なかったですね、になって、今度は急にこちら

へと、いちき串木野市のほうへというふうに変わっ

た経緯がございます。 

 それまでは、分遣所は日置市のほうに置いて、市

来町と日置市の話ですね、市来町さんと日置市さん

の話で、分遣所は日置市さんに置いて、市来町には

五、六人の人たちを常駐させたいという話で進んで

きとったんですけれども、まあ、いろんな事情がお

ありだったと思いますんで、こちらで御一緒するよ

うになったんです。それから、こうして分遣所とし

てスタートしたという経緯もあったわけですね。 

 何はともあれ、それから、さっき言いました、い

ろいろ統合した場合、何かいろんな一つにまとめて

したら、戦力が二人行くところが三人行っがなっと

か、充実して、それはひいては、何か市民の皆さん

の全部のためになるんじゃないかというところを述

べている分なんですよね。その辺は一番、さっき言

われたように、私もよくわかるとおっしゃいました

が、一番おわかりだと思います。ちょっとさっきの

答弁になっておりますけれども。 

 退職職員の活用ですね。これは、やっぱり知識、

経験豊富な退職職員の活用例としては、高齢者宅の

防火訪問や防火指導、消防関係外郭団体の事務局な

ど、ソフト面で活躍をしていただくということはお

できになるんじゃないかなあという我々の見解なん

ですが、ただ、消防の場合ですと、それこそ最高責

任者でよく御存じであられます。現場への対応とい

うのはなかなか困難じゃないかなあと、そういうふ

うに思うんですよね。現場への対応もできて、した

ら、どんどんＯＢの方々を入っていただいてしたら、

本当に人数、マンパワーは増やして行えるんですが、

その辺が消防の場合はちょっと難しいんじゃないか

なあというふうに考えております。今の段階でです

ね。 

○４番（平石耕二君） 今、市長が御答弁ください

ました。私もそのことをわかっていて申したんです

けれども、私が今申しているのは、退職職員を48名、

これは後でまた出てきますけれども、市長が48名を

堅持していくという考えに立っておられるから、私

は今質問しているのであって、このことで、それで

あれば、48名プラス退職職員、ほかでもやっている

わけですから、ソフト面の活用とかいうふうに言い

おられましたけれども、ソフト面に例えば活用して、

今、退職者がじゃあいなければ、もし入っていなけ

れば、そのソフト面の事務局の担当とか、いろんな

ところで査察とか回る。それに今の現職員が回るわ

けですよね。 

 だけど、退職職員をプラスしていったら、その今

まで現役職員が二人で行くのが、例えば、現役職員

一人プラス退職職員とかいうような組み合わせとい

うか、そういうのにも回ることができて、そして、

その分、今申しましたように、現役職員の業務等を

含めて、勤務状況を含めて、活動の範囲、ここに含

めているんですけれども、ここで当たり前に休暇を

とって、そういう日常の人間としてのそういう生活

にも回すことができるんじゃないかと。今は、何か

あれば、今の48名ぎゅうぎゅうの体制では、そうい

う自由がないと。休みだったのに勤務しなければな

らないというような状況が多々あると思うんです。 

 だから、それに退職職員をそういう補助役でつけ

て回すようにしたら、その一名の職員にはそういう

余裕があるんじゃないでしょうかというような意味

で申し上げておりますので、今まで、私はこの聞き

取りのとき、退職職員の活用をしたことがあるのか

と、検討したことがあるのかと言ったら、申しわけ
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ないけど、そこまではしていないということだった

から、市長、ぜひ、これはできる、できない、いろ

んな消防の言い分もありますでしょうけれども、こ

れはやっぱりほかのところではそれをやっているわ

けですから、私は検討してみる価値があるのではな

いかというふうに思うところであります。 

 次に、消防職の現有組織についてお伺いいたしま

す。 

 この要旨につきましても、分遣所の存続について

検討の余地があるのではないでしょうかという前提

に立っての質問であります。 

 消防職と一般行政職の人事交流については、過去

にも実施され、現在も実施されているところであり

ます。 

 私自身も２年間消防職員として勤務した経験があ

ります。この２年間は、いつでもどこにいても緊張

の連続で、特に夜間、電話の着信音については敏感

になっていて、何かあったか、まず、頭をよぎるも

のでした。まあ、いわば、ストレスがたまるという

ような職場でございました。見ると知るとでは全然

違って、大変な職場でありましたが、すばらしい職

場でもありました。難事に立ち向かっていく、難し

いことに立ち向かっていく、この消防署職員として

の一体感、職員の事務能力の高さ、業務に対する真

摯なまでの姿勢、報告・連絡・相談の徹底等々、そ

の上に、何にも増して皆そろって頑健でありました。 

 今申しましたとおり、消防職は頑健でなければな

りません。体が強く丈夫でなければ、自分自身も周

りもつらい思いをするであろうと思います。人間の

摂理で、年を重ねていけば、どうしても体力の衰え

は隠せません。消防職員の年齢構成を見ると、現在、

50代が13名、40代が21名、30代が９名で、20代はわ

ずか５名となっております。この構成を見る限り、

若い人の順次的な導入を図っていかなければならな

いと思うのであります。 

 市長が職員増はまかりならない、48名体制をどう

しても堅持していくというお考えであるならば、計

画的な人事交流を図り、若い人を取り入れていき、

そして、今ほど申しましたソフト分、あるいは後方

支援で退職職員の経験を活用していく体制が望まし

いのではないかと思います。たびたびでございます

が、市長のお考えを聞かせてください。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど退職職員を活用した

らどうかと、働いていただいたらと。それは私も、

平石議員、全く同感なんです。 

 おっしゃるとおり、例えば、今48名体制で、そし

て、そのソフト面の実務に、例えば、二人職員がそ

れに携わっていたとしたら、現場で実務で頑張らな、

46人だから、その退職の方を二人来てもらったら、

48人が活躍できるから、それはわかるんです。そこ

までは、だからいいと思うんです。 

 ただ、私が言っているのは、全体的に、だからと

いって、それで退職の方をたくさん入れても、たく

さん入っていただいても、現場で活動できる人数に

はもう変わらないんですよ。変わりませんよね。そ

こらで退職の方の登用も考えるけど、それはおのず

と限界があるなあというふうに思っているから申し

上げたんです。 

 まるでゼロじゃないんです。ソフト面で２名必要

なら、それは２名すればいいんです。ただ、ずっと

そういう形でたくさん、48を58にするかというと、

それは困難だなという意味で申し上げましたので、

考えは一緒です、全く思いは。 

 だから、その辺が特殊な厳しい訓練をした人でな

いとできないわけですから。一番御存じだったのは

最高責任者をなさって。 

 そこで、今の消防の採用の人事交流のバランスで

すけど、これは、確かに本市は非常に年齢が高うご

ざいます。だから、このことにつきましては、来年

以降、若い人、定員の問題もありますけれども、そ

ういうことも考えながら、若い人をずっと入れてい

きたいと。それはもう考えております。これから少

しでも戦力アップするといえばいいんでしょうかね。

充実すれば。それは考えております。 

 ただ、さっきの退職のＯＢの方と同じように、一

般事務職の方を人事交流で向こうに出向にやっても、

ちょっとやっぱり難しい面があるんじゃないのかな

あと。現場に出るといったら専門性を要求されるし、

少なくとも半年ぐらいはやっぱり消防学校に行って

せんと、第一線にはなかなか立てないんじゃないで
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すかね。そういった面で、この消防との交流という

のは、なかなか難しい面があるなあというふうに現

段階では考えているところであります。 

 ただ、若い人をどんどん入れていく。それはして

いきます。はい。 

○４番（平石耕二君） 御答弁ありがとうございま

す。 

 市長がただいま御答弁くださいました。一般行政

を消防にやっても、それは市長、しばらくは物にな

りませんよね。訓練を受けていない。体もなまって

いる。私が、そのことを言うているんじゃなくて、

私は逆のほうを言うているんですよ。 

 と申しますのが、最初申しましたとおり、消防職

員は、私２年間一緒に仕事をしてみて、優秀です。

事務能力も一般行政職にまさるとも劣らないという

ような能力を持っております。もう報・連・相、こ

れも徹底しております。 

 それで、私はもし、例えば、今の質問の中に、私

の言い方が悪かったのかもしれませんけれども、消

防は頑健でなければならないと。人間年をとってく

れば、消防職として自信もなくなってくる職員もい

るだろうと。もし、だからそういう職員がいるよう

であれば、何でもできますから。 

 それで、私も、市長、一般行政も消防職も知って

いるわけですから、その上で言っているんです。一

般行政職は体力的に務まりません、向こうに行って

も。何カ月か体力を回復せん限りですね。しかし、

消防職は、私の経験上、消防職員を見ている限り、

一般行政に行っても仕事ができる。それで、人事交

流というのは、市長、これは一方的なことは無理か

もしれませんけれども、職員の意識調査とかされて、

私はもう、例えば、消防じゃなくて、体力的にも弱

ってきたと。一般行政で頑張りたいという職員のそ

ういう意識調査をされて、そういうことがあれば、

そういう年齢の人たちを一般行政に交流して、そし

て、消防が一人二人、例えば、こっちに望むとした

ら、今いる職員をやるんではなくて、その一人二人

を新たに採用して、消防職員として採用して、そう

いう考え方もいかがなものかなというような考えで

ございますので、ぜひまたこのことも、もしよろし

ければ、いや、よろしければでなくて、市民が納得

するために、ぜひこういうことも考えていってほし

いというふうに思うところであります。よろしくお

願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 次に、広域合併の面から申し上げます。 

 私のちょっと思い過ごしで言うていることになる

かもしれませんけれども、お聞きください。 

 現況においては、平成30年４月１日までを視野に

入れて、合併の検討を進めていく旨の御答弁をされ

ております。もし合併するとなれば、市来分遣所は

消防戦術上、重要な役割を占めることになるのでは

ないかと私は予測いたしております。 

 それにも増して、3.11東日本大震災の甚大な被害

を機に、消防庁では、高齢社会の進展等に伴う救急

出動の増加などに対応するための体制の充実強化な

ど、平成26年10月に消防力の整備指針等が改正され

ております。 

 改正によれば、職員の今以上の増員はもとより、

大規模災害時に消防庁舎の機能確保が困難になった

場合に備え、代替施設を確保する計画を策定するこ

とが明記されております。 

 市来分遣所は、代替施設として、まさにこの改正

をクリアする施設になるのではないでしょうか。こ

のことも私の念頭に置いた上で、市来地域の反対意

見が多い中、統合はなされるべき状況ではないと私

は思うのであります。たびたびでありますけれども、

市長の御見解をお聞かせください。 

○市長（田畑誠一君） 消防の広域化につきまして

は、今お述べになりましたとおり、なかなかメリッ

トが見出せずに、全国と言って決して過言じゃあり

ませんが、なかなか広域化が進んでいない状況であ

ります。 

 本市の場合もそうでありますが、そういったこと

に鑑みて、広域化期限を平成30年までに国も延長を

して、それから、さらにまた管轄人口の規模を30万

人というふうにうたっておりましたが、これももう

捉われないということで、柔軟な対応を国も方針を

打ち出しております。 

 分遣所の今の統合問題については、先ほどから申
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し上げますとおり、現在の体制で消防力を強化する

には、それが一番ベターだなあということで、これ

まで説明をしてまいりました。 

 で、これから市政報告会もいたしますが、さっき

言いましたとおり、私どもの説明が、言い方がちょ

っといけない点やらあるんでしょう。なかなか説明

をお願いしたいんですがと言っても、拒否される今

状況、地域がかなりあるようです。だから、今度、

市政報告会がございますので、さっき言いましたと

おり、これがベターなんですが、大事なことは市来

地域の皆さんの住民のお声を聞くことと、もう一つ、

市全体をどうすればいいかということも考えなきゃ

いけません。だから、説明もさせていただいて、御

意見もお聞きをさせていただいて、そして、やっぱ

り双方が理解を深めなきゃいかんというふうに現時

点では考えております。 

○４番（平石耕二君） 市長も簡単に１年、２年、

３年かけて計画してきたことをそんなに変えること

はできないということは重々わかります。わかって

おります。また、そうすべきじゃないと思っており

ますけれども、繰り返すようですけれども、市側の

市長の説明を聞いていて、あ、そうなっていくのか

なあと思っていた私が、市来地区の方の御意見を聞

いて、じゃっどと、おまんたちが言うとおりじゃち

いうふうに思って、このような、それは市長、簡単

なもんじゃないですよと。 

 例えば、例えばの話はいかんのですけれども、私

は羽島です。羽島はこの本署から11キロ、あるいは

土川まで15キロですか。もし分遣所があるとして、

こういうような行政の状況で、財政的な面から、あ

なたたちの分遣所をもう引き揚げさせてもらうとい

うことを言われたら、今、市来の方が反対されてい

るみたいに、私も羽島の居住者として、恐らく反対

をするだろうなあ。だから、市来の人たちが言うこ

とはわかると、私はそのように思うんですね。 

 いろいろと市長が御答弁くださいましたけれども、

どうかこういうこともお考えになって、なるほど市

民全般についてはこうでしょうと。財政的にもこう

であると。しかしながら、財政的にも、市長が48名

体制にこだわらなければ、例えば、消防職員につい

ては、もうちょっと勉強せないかんのですけれども、

職員一人につき、採用につき、私の記憶では、基準

財政需要額に入ってくると。消防職員、消防団員で

すね。そういう面もあると思いますので、どうかそ

ういう面もまた職員に指示をされて、何かその増員

はどげんかでけんかねと。市長がもうだめじゃち言

われりゃ、これはだめなんですから。市長という職

はそういうものですよね。市長がだめじゃち言われ

りゃ、もう絶対職員は言えません。それで、何とか

この検討をしてみらんかねて、でけんかねというよ

うなまたことも、やられていると思いますけれども、

再度またそういう面でも、ぜひ検討をしていってほ

しいと思います。 

 これは私のつぶやき、思いですけれども、いちき

串木野市合併10周年という節目の年に、融和という

湖に石を投げ込み、今以上の波紋を呼ぶかもしれな

いことが、果たしていかがなものなのかなと私は思

いますと申し上げまして、次に、最後に移ります。 

 平成23年４月に課制を導入されて、総務課など３

部門の課長職が誕生いたしました。機能的な充実が

図られて、動きがスムーズになっているものと期待

をいたしております。その上に、本年４月からは署

長職を管理職に任命されて、職員の士気も高まって

いるものとうれしく思っているところであります。 

 人事は市長の専権事項であると私なりに理解いた

しておりますので、深く強く申すつもりはありませ

んことを申し上げた上で、現課長職にある者のこと

も御考慮いただけたらと、署長職に続いて、課長職

にある者のことも御考慮いただけたらと思います。 

 と申しますのは、県内20本部全てで課長制を導入

されておりますが、管理職とみなされていないのは、

いちき串木野市消防本部と垂水市消防本部だけであ

ると聞いております。 

 消防規模の大小を問わず、市民生活の安全・安心

を追求する業務の内容と責務は同じであります。消

防職員は、鹿児島弁でいえば、議を言わない、議を

言えない体制の中で、若いころから業務に精励いた

しております。 

 どうぞ市長、このことを御賢察くださいと申し上

げまして、私の質問を終わります。よろしくお願い
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いたします。 

○議長（下迫田良信君） 答弁はいいですか。平石

議員、答弁はいいですか。 

○４番（平石耕二君） もう人事に関することです

から、答弁はよろしいです。 

○議長（下迫田良信君） 以上で本日の日程は終了

しました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（下迫田良信君） 本日はこれで散会をいた

します。お疲れさまでした。 

         散会 午後３時40分 

 

 


